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条 例 

 

 江東区男女共同参画条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２号 

江東区男女共同参画条例の一部を改正する

条例 

 江東区男女共同参画条例（平成１６年３月江東

区条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   江東区男女共同参画及び多様性の尊重を推

進する条例 

 前文のうち第１項中「男女」を「すべての人」

に改め、第２項中「努力が求められている」の次

に「。さらに、すべての人が性別等にとらわれず、

様々な違いを尊重し、自分らしく生きることがで

きる社会の形成が求められている」を加え、第３

項中「分かち合い、性別」を「分かち合うととも

に、性別等」に、「、その個性と能力を十分に発揮

していく」を「性の多様性が尊重され、価値観、

生き方等の様々な違いを理解し合い、安心して暮

らせる」に改める。 

 第１条中「参画社会の形成に関し、」を「参画及

び多様性を尊重する社会の形成に関し」に改め、

「並びに」を削り、「男女共同参画社会の形成に関

する」を「区の」に、「男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進」を「その施策を総合的

かつ計画的に推進し、もって男女共同参画及び多

様性を尊重する社会の形成を実現」に改める。 

 第２条第１号中「参画社会」を「参画及び多様

性を尊重する社会」に、「男女が、」を「すべての

人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、

及び」に、「もって男女」を「もってすべての人」

に改め、同条中第４号を第５号とし、第３号を第

４号とし、同条第２号中「男女が」を「すべての

人が」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１

号の次に次の１号を加える。 

(2) 性別等 公的に管理及び登録された性別、

性自認（自己の性別についての認識をいう。

以下同じ。）、性的指向（どの性別を恋愛感情

又は性的な関心若しくは興味の主な対象とす

るかしないかを表すものをいう。以下同じ。）

並びに性表現（外面に表れる性についての自

己表現をいう。以下同じ。）をいう。 

 第２条に次の２号を加える。 

(6) パートナーシップ 性別等にかかわらず、

互いを人生のパートナーとして、相互の人権

を尊重し、日常の生活において継続的に協力

し合うことを約した２人の者の関係をいう。 

(7) ファミリーシップ パ－トナーシップにあ

る２人と規則で定める親族（以下「親族」と

いう。）との家族としての関係をいう。 

 第３条各号列記以外の部分中「参画」の次に「及

び多様性を尊重する」を加え、同条第１号中「男

女」を「すべての人」に、「性別」を「価値観、生

き方及び性別等」に改め、同条第２号中「性別」

の次に「等」を加え、「男女」を「すべての人」に

改め、同条第３号及び第４号中「男女」を「すべ

ての人」に改め、同条第５号中「参画」の次に「及

び多様性を尊重する」を加える。 

 第４条の見出しを「（差別的取扱い等の禁止）」

に改め、同条第１項中「性別」の次に「等」を加

え、同条第２項中「男女間における」を「配偶者

等への」に改め、同条第４項中「性別」の次に「等」

を加え、同条に次の２項を加える。 

５ 何人も、他人の性的指向又は性自認に関して、

公表を強制し、若しくは禁止し、又は本人の意

に反して公にしてはならない。 

６ 何人も、正当な理由がない限り、他人の性表

現を妨げてはならない。 

 第５条第１項及び第２項中「参画」の次に「及

び多様性を尊重する」を加え、同条第３項中「参

画」の次に「及び多様性を尊重する」を加え、「及

び区」を「、区」に、「並びに」を「及び」に改め

る。 

 第６条第１項及び第２項、第７条第１項及び第

２項並びに第８条第１項中「参画」の次に「及び

多様性を尊重する」を加える。 

 第９条各号列記以外の部分中「参画」の次に「及

び多様性を尊重する」を加え、同条第３号中「求

め、」の次に「男女共同参画及び多様性を尊重する」

を加え、同条第４号及び第５号中「男女」を「す

べての人」に改め、同条第６号中「参画」の次に

「及び多様性を尊重する」を加え、同条の次に次

の１条を加える。 

（江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓制度） 

第９条の２ 区は、婚姻関係にないパートナーシ

ップにある２人及びファミリーシップにある親

族が家族として安心して暮らしやすい環境づく

りにつなげるため、江東区パートナーシップ・

ファミリーシップ宣誓制度を実施するものとす

る。 
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２ 前項の江東区パートナーシップ・ファミリー

シップ宣誓制度は、パートナーシップにある２

人がパートナーシップ又はファミリーシップに

あることを区に宣誓し、当該宣誓に係る届出を

受領したことを区長が証明する制度をいう。 

３ 前２項に定めるもののほか、江東区パートナ

ーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関し必

要な事項は、規則で定める。 

 第１０条中「参画」の次に「及び多様性を尊重

する」を加える。 

 第１２条中「男女共同参画社会の形成に関する

施策を実施し、並びに」を削り、「の男女共同参画」

の次に「及び多様性を尊重する」を加える。 

 第１３条第１項中「参画」の次に「及び多様性

を尊重する」を加え、同条第３項中「ときは、」の

次に「第１５条の」を加える。 

 第１４条第１項中「性別」の次に「等」を加え、

「参画」の次に「及び多様性を尊重する」を加え、

同条第２項を次のように改める。 

２ 区長は、前項の規定による申出に適切に対応

するための相談窓口を設置し、相談内容に応じ

て必要な調査及び助言を行うほか、関係行政機

関への通知その他の必要な措置を講ずるものと

する。 

 第１４条第３項を削る。 

 第１５条中「参画社会」を「参画及び多様性を

尊重する社会」に改める。 

 第１６条第１項及び第２項中「参画」の次に「及

び多様性を尊重する」を加え、同条第３項中「第

１３条」を「第１３条第２項」に改める。 

 第１７条第１項中「委員１５人以内で」を「区

長が委嘱する委員１５人以内の者をもって」に改

め、同条第２項を次のように改める。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。た

だし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

（江東区男女共同参画推進センター条例の一部改

正） 

２ 江東区男女共同参画推進センター条例（平成

２年１２月江東区条例第３０号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「参画社会」を「参画及び多様性を

尊重する社会」に改める。 

                    

江東区新庁舎建設等基金条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第３号 

江東区新庁舎建設等基金条例 

（設置） 

第１条 江東区の新庁舎及び施設の建設等に要す

る資金に充てるため、江東区新庁舎建設等基金

（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、江東区一般

会計歳入歳出予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金

その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実

かつ有利な有価証券に換えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、江東区一

般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰

り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 区長は、財政上必要があると認めるとき

は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて

運用することができる。 

（処分） 

第６条 区長は、第１条の目的のため、必要があ

ると認めるときは、基金の全部又は一部を処分

することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管

理に関し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第４号 

   江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例 

 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例（平成１０年３月江東区条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第９条の３（見出しを含む。）中「３歳に満たな

い子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」



令和 7 年 4 月 15 日（火曜日）     江 東 区 公 報             （第 926 号） 

 

 

 

5 

に改める。 

 第９条の４の見出しを削る。 

 第１５条第１項各号中「子の看護のための休暇」

を「子の看護等のための休暇」に改める。 

 第１６条第１項中「定める者」の次に「（第１６

条の４第１項において「配偶者等」という。）」を

加える。 

 第１６条の３の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員

に対する意向確認等） 

第１６条の４ 任命権者は、職員が配偶者等が当

該職員の介護を必要とする状況に至ったことを

申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介

護との両立に資するものとして規則で定める制

度又は措置（以下この条及び次条において「介

護両立支援制度等」という。）その他の規則で定

める事項を知らせるとともに、介護両立支援制

度等の請求、申告又は申請（次条において「請

求等」という。）に係る当該職員の意向を確認す

るための面談その他の規則で定める措置を講じ

なければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０

歳に達した日の属する年度（４月１日から翌年

の３月３１日までをいう。）において、前項に規

定する事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１６条の５ 任命権者は、介護両立支援制度等

の請求等が円滑に行われるようにするため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研

修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整

備 

(3) 前２号に掲げる措置のほか、規則で定める

介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に

関する措置 

附 則 

（経過措置） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の江東区職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例第９条の３第１

項の規定による超過勤務の制限に係る請求（３

歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するために行うものに限る。）は、この条例の

施行の日前においても行うことができる。 

                    

江東区長及び副区長の給料等に関する条例等の

一部を改正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第５号 

   江東区長及び副区長の給料等に関する条例

等の一部を改正する条例 

（江東区長及び副区長の給料等に関する条例の一

部改正） 

第１条 江東区長及び副区長の給料等に関する条

例（昭和３１年１１月江東区条例第１７号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「別表第１」を「別表」に改める。 

  第３条第２項中「車賃、日当、宿泊料、食卓

料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、別表

第２のとおりとする」を「その他の交通費、宿

泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とし、

その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施

行令（令和６年政令第３０６号）の適用を受け

る指定職職員等（同令第１条第２項第２号に規

定する者をいう。）の例による」に改める。 

別表第２を削り、別表第１を別表とする。 

（江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正） 

第２条 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例（昭和３１年１１月江東区条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「車賃、日当、宿泊料、食卓

料、支度料及び旅行雑費」を「その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」

に改める。 

（江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の

費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 江東区議会等の調査及び公聴会に出頭す

る者の費用弁償に関する条例（昭和６０年３月

江東区条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条第２項中「車賃、日当、宿泊料及び食

卓料の７種」を「その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費及び宿泊手当」に、「日当を５，０００

円」を「宿泊手当を副区長相当額」に改め、同

条第３項ただし書を削る。 

（江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正） 

第４条 江東区行政委員会の委員の報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３１年１１月江東区条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「車賃、日当、宿泊料及び食
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卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費及び宿泊手当」に改める。 

（江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償

条例の一部改正） 

第５条 江東区附属機関の構成員の報酬および費

用弁償条例（昭和３１年１１月江東区条例第１

２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「車賃、日当、宿泊料及び食

卓料の７種」を「その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費及び宿泊手当」に改め、同条第３項中

「車賃及び宿泊料の５種」を「その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。 

（江東区監査委員の給与等に関する条例の一部改

正） 

第６条 江東区監査委員の給与等に関する条例

（平成３年１０月江東区条例第２９号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第２項中「車賃、日当、宿泊料、食卓

料、支度料及び旅行雑費」を「その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」

に改める。 

（江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関す

る条例の一部改正） 

第７条 江東区教育委員会教育長の給与及び勤務

に関する条例（昭和３１年１１月江東区条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「車賃、日当、宿泊料、食卓

料、支度料及び旅行雑費」を「その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」

に、「国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２

５年法律第１１４号）中指定職の職務にある者

相当額とする」を「国家公務員等の旅費に関す

る法律施行令（令和６年政令第３０６号）の適

用を受ける指定職職員等（同令第１条第２項第

２号に規定する者をいう。）の例による」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のそれぞれの条例の規

定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行

について適用し、同日前に出発した旅行につい

ては、なお従前の例による。 

                    

江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第６号 

   江東区職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例 

 江東区職員の退職手当に関する条例（昭和３２

年３月江東区条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

 第１３条第８項第４号中「職業」を「安定した

職業」に改め、同条第１２項中「次の各号に掲げ

る退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用

保険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に

係る就業促進手当に相当する退職手当について同

条第４項の規定により基本手当を支給したものと

みなされる日数に相当する」に改め、同項各号を

削る。 

 附則第９条中「令和７年３月３１日」を「令和

９年３月３１日」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区職員の退職手

当に関する条例第１３条第８項第４号（同条第

９項において準用する場合を含む。）及び同条第

１２項の規定は、退職職員（退職した江東区職

員の退職手当に関する条例第２条第１項に規定

する職員をいう。以下同じ。）であってこの条例

の施行の日以後に安定した職業に就いた者につ

いて適用し、退職職員であって同日前に職業に

就いた者に対する就業促進手当に相当する退職

手当の支給については、なお従前の例による。 

                    

江東区職員の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第７号 

江東区職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例 

 江東区職員の旅費に関する条例（昭和３０年４

月江東区条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次を削る。 

 「第１章 総則」を削る。 

 第２条第１項第１号を削り、同項第２号中「財

務省令」を「国家公務員等の旅費支給規程（昭和

２５年大蔵省令第４５号）」に改め、同号を同項第

１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同項第
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４号中「職員については、その住所又は居所」を

「場合又は任命権者若しくは任命権者の定めると

ころにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有

する者（以下「旅行命令権者」という。）が認める

場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が

認める場所」に改め、同号を同項第３号とし、同

項第５号を同項第４号とし、同項第６号を削り、

同項第７号中「場合に」の次に「おいて」を加え、

「若しくはその扶養家族」を削り、「本拠地」を「根

拠」に改め、同号を同項第５号とし、同項第８号

中「含む」の次に「。次号において同じ」を加え、

「パートナーシップ関係の相手方」を「パートナ

ーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイ

ノリティであり、互いを人生のパートナーとして、

相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的

に協力し合うことを約した二者間の関係その他の

婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の

関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシップ

関係の相手方」という。）」に改め、同号を同項第

６号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (7) 家族 職員の配偶者、パートナーシップ関

係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹で職員と生計を一にするものをいう。 

 第２条第２項を削る。 

 第３条第１項中「その」を「当該」に改め、同

条第２項各号列記以外の部分中「、次の各号の一」

を「次の各号のいずれか」に、「旅費」を「対し、

旅費」に改め、同項第１号中「免職」の次に「（罷

免を含む。）」を加え、同条第３項中「場合には」

を「ときは」に、「前項の規定による旅費は」を「同

項の規定による旅費は、」に改め、同条第４項中「参

考人」を「参考人、通訳等」に、「旅費」を「、旅

費」に改め、同条第５項を次のように改める。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定に該当する場

合を除くほか、他の条例等に特別の定めがある

場合その他区費を支弁して旅行させる必要があ

る場合には、旅費を支給する。 

 第３条第６項中「及び第４項」を「、第４項及

び第５項」に、「旅行中交通機関の事故又は」を「、

旅行中」に、「やむを得ない」を「任命権者が定め

る」に、「受けなかつた」を「受けなかった」に、

「の金額」を「で任命権者が定める金額」に改め、

同項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の１

項を加える。 

６ 第１項、第２項及び前２項の規定により旅費

の支給を受けることができる者が、次条第３項

の規定により旅行命令等の変更（取消しを含む。

以下同じ。）を受け、又は死亡した場合その他任

命権者が定める場合には、当該旅行のため既に

支出した金額のうちその者の損失となる金額又

は支出を要する金額で任命権者が定めるものを

旅費として支給することができる。 

 第４条第１項中「任命権者又は任命権者の定め

るところにより当該職員に対し旅行命令の専決権

を有する者（以下「旅行命令権者」という。）」を

「旅行命令権者」に、「よつて」を「よって」に改

め、同条第２項中「よつては、」を「よっては」に

改め、同条第３項中「を変更（取消を含む。以下

同じ。）」を「の変更を」に、「自ら又は第５条第１

項」を「、自ら又は次条第１項」に、「これを変更」

を「、その変更を」に改め、同条第４項を次のよ

うに改める。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はそ

の変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿

（以下「旅行命令簿等」という。）に任命権者が

定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当

該旅行者に通知してしなければならない。ただ

し、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録を

するいとまがない場合には、この限りでない。 

 第４条第５項中「記載事項及び」を削り、同項

を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を

加える。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記

載又は記録をしなかった場合には、できるだけ

速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記

載又は記録をしなければならない。 

 第５条第１項中「変更された」を「変更を受け

た」に、「本条」を「この条」に、「従つて」を「従

って」に改め、同条第２項中「すみやかに」を「で

きるだけ速やかに」に改め、同条第３項中「第２

項」を「前２項」に、「、その変更」を「その変更」

に、「認められなかつた」を「認められなかった」

に、「その旅行者は」を「当該旅行者は、」に、「従

つた」を「従った」に改める。 

 第６条から第１３条までを次のように改める。 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するた

めのものとして、最も経済的な通常の経路及び

方法により旅行した場合の旅費によって計算す

る。ただし、公務上の必要又は天災その他やむ

を得ない事情により最も経済的な通常の経路又

は方法により旅行し難い場合には、その現によ

った経路及び方法によって計算する。 

（旅費の請求手続） 

第７条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給

を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費
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の支給を受けた旅行者でその精算をしようとす

るものは、所定の請求書（当該請求書に記載す

べき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下同じ。）を含む。）に必要な資料を

添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者

（以下「支出担当者等」という。）に提出しなけ

ればならない。この場合において、必要な資料

の全部又は一部を提出しなかった者は、その請

求に係る旅費のうちその資料を提出しなかった

ため、その旅費の必要が明らかにされなかった

部分の支給を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、

当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅

行について前項の規定による旅費の精算をしな

ければならない。 

３ 支出担当者等は、前項の規定による精算の結

果過払金があった場合には、所定の期間内に、

当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支出担当者等は、その支出し、又は支払った

概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第２

項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった

場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納

しなかった場合には、当該支出担当者等がその

後においてその者に対し支出し、又は支払う給

与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又

は当該過払金に相当する金額を差し引くことが

できる。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成

されているときは、電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法をいう。以下同じ。）をもって提出

することができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電

磁的方法により行われたときは、支出担当者等

の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がなされた時に当該請求書又は資料を

提出したものとみなす。 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種

類、記載事項又は記録事項及び様式、第２項及

び第３項に規定する期間並びに第４項に規定す

る給与の種類その他の必要な事項は、任命権者

が定める。 

（旅費の種目及び内容） 

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、

その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手

当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑

費及び死亡手当とし、これらの内容については、

次条から第２０条までに定めるところによる。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１

年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道

事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年

法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道、

外国におけるこれらに相当するものその他任命

権者が定めるものをいう。以下同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げ

る費用（第２号から第６号までに掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもので

あって、公務のため特に必要とするものに限

る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 急行料金 

(3) 寝台料金 

(4) 座席指定料金 

(5) 特別車両料金 

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国

旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄

道により移動するときは最下級、外国旅行の場

合であって運賃の等級が区分された鉄道により

移動するときは最上級（等級が３以上に区分さ

れた鉄道により移動する場合には、最上級の直

近下位の級）の運賃の額とする。 

（船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４

年法律第１８７号）第２条第２項に規定する船

舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこ

れに相当するものその他任命権者が定めるもの

をいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費

用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる

運賃に加えて別に支払うものであって、公務の

ため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。 

(1) 運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 座席指定料金 

(4) 特別船室料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国

旅行の場合であって運賃の等級が区分された船

舶により移動するときは最下級（等級が３以上

に区分された船舶により移動する場合には、最
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下級の直近上位の級）、外国旅行の場合であって

運賃の等級が区分された船舶により移動すると

きは最上級（等級が３以上に区分された船舶に

より移動する場合には、最上級の直近下位の級）

の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７

年法律第２３１号）第２条第１８項に規定する

航空運送事業の用に供する航空機、外国におけ

るこれに相当するものその他任命権者が定める

ものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２

号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる

運賃に加えて別に支払うものであって、公務の

ため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。 

(1) 運賃 

(2) 座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃

の等級が区分された航空機により移動する場合

には、最下級の運賃の額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、外国旅行の場合で

あって、運賃の等級が３以上に区分された航空

機により長時間にわたる移動として任命権者が

定めるものをするときは、最下級の直近上位の

級の運賃の額によることができる。 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航

空機以外を利用する移動に要する費用とし、そ

の額は、次に掲げる費用（第２号に掲げる費用

は、公務のため特に必要とするものに限る。）の

額の合計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車

運送事業（路線を定めて定期に運行する自動

車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）

の用に供する自動車（外国におけるこれに相

当するものを含む。）を利用する移動に要する

運賃 

 (2) 前号に掲げる費用に付随する費用 

（宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用

とし、その額は、１夜につき、内国旅行にあっ

ては１９，０００円、外国旅行にあっては５９，

０００円を上限として、地域の実情を勘案して

任命権者が定める額（次条において「宿泊費基

準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係

る特別な事情がある場合として任命権者が定め

る場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 第１３条の２を削る。 

 「第２章 内国旅行の旅費」を削る。 

 第１４条から第２７条までを次のように改める。 

（包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する

一体の対価として支払われる費用とし、その額

は、当該移動に係る第９条から第１２条までの

規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊

費基準額の合計額とする。 

（宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な

諸雑費に充てるための費用とし、その額は、内

国旅行にあっては２，４００円、外国旅行にあ

っては５，４００円を上限として、通常要する

費用の額を勘案して任命権者が定める１夜当た

りの定額とする。 

（転居費） 

第１６条 転居費は、本邦における赴任に伴う転

居に要する費用（第１８条第１項各号に規定す

る場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、

その額は、転居の実態を勘案して任命権者が定

める方法により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第１７条 着後滞在費は、本邦における赴任に伴

う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、

５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る

宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とす

る。 

（家族移転費） 

第１８条 家族移転費は、本邦における赴任に伴

う家族の移転に要する費用とし、その額は、次

に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日におい

て同居している者に限る。以下この号及び次

号において同じ。）を職員の新居住地に移転す

る場合には、家族１人ごとに、職員がその移

転をするものとして算定した交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計

額に相当する額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴

任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族

を職員の居住地（赴任後家族を移転するまで

の間に更に赴任があった場合には、当該赴任

後における職員の新居住地）に移転する場合

には、前号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その
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他やむを得ない事情がある場合には、前項第２

号に規定する期間を延長することができる。 

（渡航雑費） 

第１９条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費と

し、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交

付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並び

に入出国税その他外国旅行に必要なものとして

任命権者が定める費用の額とする。 

（死亡手当） 

第２０条 死亡手当は、職員の外国における死亡

（第３条第２項第５号に規定する場合に限る。）

に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額

は、４６０，０００円とする。 

（退職者等の旅費） 

第２１条 第３条第２項第１号又は第４号の規定

により支給する旅費は、退職等の日の翌日から

３月以内における当該退職等に伴う旅行又は本

邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じ

て任命権者が定めるものとする。 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が

家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、

転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族

移転費に相当するものを加えるものとする。 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事

情がある場合には、第１項に規定する期間を延

長することができる。 

（遺族等の旅費） 

第２２条 第３条第２項第２号、第３号又は第５

号の規定により支給する旅費（死亡手当に係る

ものを除く。）は、出張又は赴任の例に準じて任

命権者が定めるものとする。 

（旅費の支給額の上限） 

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交

通費（家族移転費のうちこれらに相当する部分

を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項

各号、第１０条第１項各号、第１１条第１項各

号及び第１２条各号に掲げる各費用について、

当該各条及び第６条の規定により計算した額と

現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのい

ずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿

泊手当に相当する部分を除く。）、家族移転費（宿

泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航雑費に

係る旅費の支給額は、当該各種目について第１

３条、第１４条、第１６条、第１７条、第１８

条第１項及び第１９条並びに第６条の規定によ

り計算した額と現に支払った額を比較し、当該

各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額と

する。 

（旅費の調整） 

第２４条 任命権者は、旅行者が江東区以外の者

から旅費の支給を受ける場合その他旅行におけ

る特別の事情により又は旅行の性質上この条例

の規定による旅費を支給した場合には不当に旅

行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅

費を支給することとなる場合においては、その

実費を超えることとなる部分の旅費又はその必

要としない部分の旅費を支給しないことができ

る。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による

旅費により旅行することが当該旅行における特

別の事情により又は当該旅行の性質上困難であ

る場合には、人事委員会と協議して定める旅費

を支給することができる。 

（旅費の特例） 

第２５条 任命権者は、職員について労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第１５条第３項若

しくは第６４条又は船員法（昭和２２年法律第

１００号）第４７条第１項若しくは第２項の規

定に該当する事由がある場合において、この条

例の規定による旅費の支給ができないとき、又

はこの条例の規定により支給する旅費が労働基

準法第１５条第３項若しくは第６４条又は船員

法第４８条の規定による旅費又は費用に満たな

いときは、当該職員に対しこれらの規定による

旅費若しくは費用に相当する金額又はその満た

ない部分に相当する金額を旅費として支給する

ものとする。 

２ 任命権者は、職員について船員法第４７条第

２項の規定に該当する事由があった場合におい

て、前項の規定により当該職員に旅費を支給し

たときは、当該職員に対し、当該支給した旅費

の償還を請求するものとする。 

（旅費の返納） 

第２６条 支出担当者等は、旅行者がこの条例又

はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支

給を受けた場合には、当該旅費を返納させなけ

ればならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規

定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支

出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、

当該支出担当者等がその後においてその者に対

し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、

当該旅費に相当する金額を差し引くことができ

る。 

３ 前項に規定する給与の種類は、任命権者が定
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める。 

（委任） 

第２７条 この条例に定めるもののほか、この条

例の規定による旅費の支給の手続その他この条

例の実施のため必要な事項は、任命権者が定め

る。 

 第２８条から第３０条の３までを削る。 

 第３章及び第４章を削る。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。 

（江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正） 

２ 江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３１年１１月江東区条例第１３号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「車賃、日当、宿泊料及び食

卓料の７種」を「その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費及び宿泊手当」に改める。 

（選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

３ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３４年３月江東区条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条第２項中「車賃、日当及び宿泊料の５

種」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費

及び宿泊手当」に改める。 

（経過措置） 

４ 改正後の江東区職員の旅費に関する条例（以

下「新条例」という。）の規定は、施行日以後に

新条例第２条第３号に規定する旅行命令権者が

新条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発

する旅行について適用し、施行日前に改正前の

江東区職員の旅費に関する条例（以下「旧条例」

という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者

が同項に規定する旅行命令等を発した旅行につ

いては、なお従前の例による。ただし、施行日

前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権

者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、

施行日以後に新条例第２条第３号に規定する旅

行命令権者が新条例第４条第３項の規定により

当該旅行命令等を変更する旅行については、新

条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以

後の期間に対応する分について適用し、当該旅

行のうち当該変更の日前の期間に対応する分に

ついては、なお従前の例による。 

５ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は、こ

れらの項に規定する者が同条第１項、第２項、

第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受

けることができる場合について適用し、旧条例

第３条第１項、第２項及び第４項の規定により

旅費の支給を受けることができる場合について

は、なお従前の例による。 

                    

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を公布

する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第８号 

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年１０月江東区条

例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又

は管理栄養士」を加える。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区こどもの権利に関する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第９号 

   江東区
こうとうく

こどもの権利
けんり

に関
かん

する条 例
じょうれい

 

 こどものみなさん 

 みなさんは、誰
だれ

一人
ひとり

代
か

わりのいないかけがえの

ない存在
そんざい

です。 

 すべての人
ひと

は、生
う

まれた時
とき

から一人
ひとり

の人間
にんげん

とし

て 幸
しあわ

せに生
い

きる権利
けんり

を持
も

っています。みなさんは、

命
いのち

が守
まも

られ、安心
あんしん

して育
そだ

つことができます。ま

わりの人
ひと

の愛 情
あいじょう

のもとで遊
あそ

び、休
やす

み、学
まな

び、自分
じぶん

らしく暮
く

らしていくことができます。 

 みなさんは、自分
じぶん

の意志
い し

で自分
じぶん

に合
あ

った選択
せんたく

を

することができます。しかし、成 長
せいちょう

の途中
とちゅう

であ

るみなさんは守
まも

られる存在
そんざい

でもあり、まわりの人
ひと

からの助
たす

けが必要
ひつよう

になる場合
ばあい

があります。そのた
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めに 私
わたし

たちおとなは、みなさんを守
まも

るため、み

なさん一人
ひとり

ひとりの声
こえ

を大切
たいせつ

に受
う

け止
と

め、みなさ

んにとって 最
もっと

もよいことができるように 考
かんが

え

ていかなければなりません。 

 みなさんは、人種
じんしゅ

や性別
せいべつ

、 障 害
しょうがい

や病気
びょうき

のあ

るなしなどにかかわらず、いかなる差別
さべつ

も受
う

けま

せん。誰
だれ

もが同
おな

じように大切
たいせつ

にされます。 

 みなさんは、様々
さまざま

な活動
かつどう

の場
ば

に参加
さんか

し、自分
じぶん

の

意見
いけん

や思
おも

いをあなたらしい方法
ほうほう

で 表 現
ひょうげん

するこ

とができます。 

 もし、みなさんが悩
なや

んだり、不安
ふあん

になったり、困
こま

ったりすることがあったら、おとなに相談
そうだん

したり、

助
たす

けてもらうことができます。私
わたし

たちおとなは、

みなさんの立場
たちば

に寄
よ

り添
そ

い、みなさんにとって

一番
いちばん

よいことを一緒
いっしょ

に 考
かんが

えていきます。 

 江東区
こうとうく

には、地域
ちいき

に 温
あたた

かい思
おも

いやりの 心
こころ

が

息
いき

づいています。 私
わたし

たちおとなは、地域
ちいき

全体
ぜんたい

で

みなさんを見守
みまも

り、みなさんを 全 力
ぜんりょく

で応援
おうえん

しま

す。 

 未来
みらい

を担
にな

うみなさんは、たくさんの可能性
かのうせい

であ

ふれています。たとえ失敗
しっぱい

しても何度
なんど

でもやり直
なお

せます。 

 江東区
こうとうく

は、こどもの権利
けんり

をみなさんやおとなに

理解
りかい

してもらえるように伝
つた

えていきます。そして、

みなさん一人
ひとり

ひとりが大切
たいせつ

にされ、誰
だれ

もが自分
じぶん

は

生
う

まれてきてよかったと思
おも

える社会
しゃかい

を目指
め ざ

して、

この 条 例
じょうれい

を定
さだ

めます。 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

は、日本国憲法
にほんこくけんぽう

や児童
じどう

の

権利
けんり

に関
かん

する 条 約
じょうやく

の 考
かんが

えをもとに、こども

の権利
けんり

を大切
たいせつ

に守
まも

るための基本
きほん

となる 考
かんが

え

を定
さだ

め、こどもに関係
かんけい

する人
ひと

たちが何
なに

をしな

ければならないのかを理解
りかい

し、みんなで江東区
こうとうく

（以下
い か

「区
く

」といいます。）のこどもの健
すこ

やかな

育
そだ

ちを支
ささ

えていくことを目的
もくてき

とします。 

（言葉
ことば

の意味
い み

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

で使
つか

う言葉
ことば

の意味
い み

は、それ

ぞれ次
つぎ

のとおりです。 

(1) 「こども」とは、江東区内
こうとうくない

（以下
い か

「区内
くない

」

といいます。）に住
す

んでいたり、区内
くない

で学
まな

んで

いたり、 働
はたら

いていたり、活動
かつどう

したりしてい

る人
ひと

の中
なか

で、まだ１８歳
さい

になっていない人
ひと

や

これらの人
ひと

と同
おな

じく権利
けんり

を認
みと

めることがふ

さわしい人
ひと

のことをいいます。 

(2) 「保護者
ほごしゃ

」とは、こどもの親
おや

、里親
さとおや

その他
た

こどもの親
おや

に代
か

わりそのこどもを育
そだ

てる人
ひと

のことをいいます。 

(3) 「区民
くみん

」とは、区内
くない

に住
す

んでいたり、区内
くない

で

学
まな

んでいたり、 働
はたら

いていたり、活動
かつどう

したり

している人
ひと

や団体
だんたい

のことをいいます。 

(4) 「育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

」とは、区内
くない

の保育所
ほいくしょ

、

幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

や児童福祉施設
じどうふくししせつ

などの、こども

が育
そだ

ち、遊
あそ

び、学
まな

び、活動
かつどう

するために利用
りよう

す

る施設
しせつ

のことをいいます。 

（大切
たいせつ

な 考
かんが

え方
かた

） 

第
だい

３ 条
じょう

 こどもは、生
う

まれた時
とき

から権利
けんり

を持
も

つ

一人
ひとり

の人間
にんげん

として、生活
せいかつ

のあらゆる場面
ばめん

におい

て、その権利
けんり

が大切
たいせつ

にされます。 

２ こどもは、自分
じぶん

の権利
けんり

が大切
たいせつ

にされることと

同
おな

じように、自分
じぶん

以外
いがい

の人
ひと

の権利
けんり

も大切
たいせつ

にしま

す。 

３ おとなは、こどもに対
たい

して何
なに

かを 行
おこな

う時
とき

に

は、こどもにとって 最
もっと

もよいことができるよう

に 考
かんが

えていきます。 

（安心
あんしん

して生
い

きる権利
けんり

） 
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第
だい

４ 条
じょう

 こどもは、安心
あんしん

して生
い

きるため、次
つぎ

の

権利
けんり

が守
まも

られます。 

 (1) 命
いのち

が守
まも

られ、愛
あい

され、大
たい

切
せつ

にされること。 

 (2) 健康
けんこう

が守
まも

られ、必要
ひつよう

な医療
いりょう

や 行 政
ぎょうせい

サー

ビスが受
う

けられること。 

 (3) 身体的
しんたいてき

・精神的
せいしんてき

な 暴 力
ぼうりょく

や 虐 待
ぎゃくたい

を受
う

け

ないこと。 

 (4) 家庭
かてい

の環 境
かんきょう

、国籍
こくせき

、文化
ぶんか

の違
ちが

い、年齢
ねんれい

、

性別
せいべつ

、性
せい

のあり方
かた

、 障 害
しょうがい

や病気
びょうき

のあるな

しなどにより差別
さべつ

をされないこと。 

（自分
じぶん

らしく育
そだ

つ権利
けんり

） 

第
だい

５ 条
じょう

 こどもは、自分
じぶん

らしく育
そだ

つため、次
つぎ

の

権利
けんり

が守
まも

られます。 

 (1) 遊
あそ

び、休
やす

み、学
まな

ぶこと、そのために必要
ひつよう

な

環 境
かんきょう

が 整
ととの

えられること。 

 (2) 様々
さまざま

な文化
ぶんか

や 芸 術
げいじゅつ

、スポーツ、自然
しぜん

など

に触
ふ

れて豊
ゆた

かな経験
けいけん

ができること。 

 (3) 自分
じぶん

の 考
かんが

えで仲間
なかま

を作
つく

り、集
あつ

まること。 

 (4) 自分
じぶん

の個性
こせい

や可能性
かのうせい

が大切
たいせつ

にされること。 

（守
まも

られる権利
けんり

） 

第
だい

６ 条
じょう

 こどもは、自分
じぶん

の 心
こころ

や身体
からだ

を守
まも

るた

め、次
つぎ

の権利
けんり

が守
まも

られます。 

 (1) 健
すこ

やかな育
そだ

ちを害
がい

するものから守
まも

られる

こと。 

 (2) プライバシーや名誉
めいよ

が守
まも

られること。 

 (3) 不安
ふあん

なことや困
こま

ったことがあった時
とき

に、お

となに必要
ひつよう

な支援
しえん

や助言
じょげん

を求
もと

め、おとなに

しっかりと自分
じぶん

の思
おも

いを受
う

け止
と

めてもらうこ

と。 

（自分
じぶん

の意見
いけん

などを明
あき

らかにし、参加
さんか

する権利
けんり

） 

第
だい

７ 条
じょう

 こどもは、自分
じぶん

にかかわりのあること

について意見
いけん

を伝
つた

えたり、様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さんか

するため、次
つぎ

の権利
けんり

が守
まも

られます。 

 (1) 自分
じぶん

の意見
いけん

などを言葉
ことば

その他
た

の方法
ほうほう

で

自由
じゆう

に表 現
ひょうげん

し、家庭
かてい

や育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

、地域
ちいき

のおとな、区
く

などに伝
つた

えること。 

 (2) 自分
じぶん

の意見
いけん

などを 考
かんが

えるために自分
じぶん

にと

って必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

をわかりやすく、おとなや

社会
しゃかい

から得
え

られること。 

 (3) こどもの意見
いけん

などは、おとなの意見
いけん

と同
おな

じ

ように大切
たいせつ

にされ、おとなや社会
しゃかい

に受
う

け止
と

め

られること。 

 (4) 自分
じぶん

の 考
かんが

えで様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さんか

するこ

と。 

（区
く

の責務
せきむ

） 

第
だい

８ 条
じょう

 区
く

は、こども、保護者
ほごしゃ

、区民
くみん

、育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

や関係
かんけい

する人
ひと

たちと 力
ちから

を合
あ

わせてす

べてのこどもの権利
けんり

が守
まも

られるための取組
とりくみ

を

進
すす

めます。 

２ 区
く

は、この 条 例
じょうれい

の 考
かんが

え方
かた

をもとにこども

の権利
けんり

を守
まも

る取組
とりくみ

を進
すす

めていくための計画
けいかく

を

つくります。 

３ 区
く

は、こどもに関係
かんけい

する様々
さまざま

な取組
とりくみ

を 行
おこな

う時
とき

には、この 条 例
じょうれい

の 考
かんが

え方
かた

をもとに進
すす

め

ます。 

４ 区
く

は、こどもや保護者
ほごしゃ

、区民
くみん

、育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の関係者
かんけいしゃ

などにこどもの権利
けんり

についての 考
かんが

え方
かた

を理解
りかい

してもらえるように取組
とりくみ

を進
すす

めま

す。 

５ 区
く

は、育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

や家庭
かてい

、地域
ちいき

社会
しゃかい

などで、

こどもがこどもの権利
けんり

について 自
みずか

ら学
まな

び、

自分
じぶん

と自分
じぶん

以外
いがい

の人
ひと

の権利
けんり

を大切
たいせつ

にしあうこ

とができるようになるための取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

（保護者
ほごしゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

９ 条
じょう

 保護者
ほごしゃ

は、こどもにとって 最
もっと

もよいこ
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とを一番
いちばん

に 考
かんが

え、豊
ゆた

かな 愛 情
あいじょう

を持
も

ってこど

もに接
せっ

し、こどもの権利
けんり

が守
まも

られるように努
つと

め

ます。 

２ 保護者
ほごしゃ

は、必要
ひつよう

に応
おう

じて、区
く

や区民
くみん

、育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

などと 力
ちから

を合
あ

わせてこどもが健
すこ

やかに

育
そだ

つように努
つと

めます。 

（区民
くみん

の役割
やくわり

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 区民
くみん

は、地域
ちいき

全体
ぜんたい

でこどもを育
そだ

てて

いくことを理解
りかい

し、力
ちから

を合
あ

わせてこどもの権利
けんり

が守
まも

られるように努
つと

めます。 

２ 区民
くみん

は、こどもが健
すこ

やかに育
そだ

つことができる

環
かん

境
きょう

づくりに努
つと

めます。 

３ 区民
くみん

は、地域
ちいき

でこどもを見守
みまも

り、区
く

と一緒
いっしょ

に

こどもが安全
あんぜん

に安心
あんしん

して過
す

ごすことができる

まちづくりに努
つと

めます。 

（育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の関係者
かんけいしゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

１１ 条
じょう

 育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の関係者
かんけいしゃ

は、こども

が自分
じぶん

で 考
かんが

え、遊
あそ

び、学
まな

び、活動
かつどう

することが

できるようにするための支援
しえん

を 行
おこな

い、こどもの

権利
けんり

が守
まも

られるように努
つと

めます。 

２ 育
そだ

ち学
まな

ぶ施
し

設
せつ

の関
かん

係
けい

者
しゃ

は、育
そだ

ち学
まな

ぶ施
し

設
せつ

が

こどもの健
すこ

やかな育
そだ

ちのために大
たい

切
せつ

な役
やく

割
わり

を

持
も

っていることを理
り

解
かい

し、こどもを支
し

援
えん

する

力
ちから

を高
たか

めるように努
つと

めます。 

３ 育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の関係者
かんけいしゃ

は、保護者
ほごしゃ

が家庭
かてい

で

安心
あんしん

して子育
こそだ

てができるようにするための

支援
しえん

を 行
おこな

い、こどもの権利
けんり

が守
まも

られるように

努
つと

めます。 

４ 育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の関係者
かんけいしゃ

は、育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の

情 報
じょうほう

について、保護者
ほごしゃ

や区民
くみん

に伝
つた

え、お互
たが

い

に 力
ちから

を合
あ

わせて育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

を運営
うんえい

するよ

うに努
つと

めます。 

（こどもの権利
けんり

が守
まも

られていない 状 態
じょうたい

からの

回復
かいふく

） 

第
だい

１２ 条
じょう

 区
く

や保護者
ほごしゃ

、区民
くみん

、育
そだ

ち学
まな

ぶ施設
しせつ

の

関係者
かんけいしゃ

は、お互
たが

いに 力
ちから

を合
あ

わせてこどもに

差別
さべつ

や 虐 待
ぎゃくたい

、いじめその他
た

の権利
けんり

が守
まも

られて

いない 状 態
じょうたい

があれば、 力
ちから

を合
あ

わせて早
はや

く権
けん

利
り

が守
まも

られた 状
じょう

態
たい

へ回復
かいふく

できるようにする

ための支援
しえん

に努
つと

めます。 

２ 区
く

は、こどもの思
おも

いを受
う

け止
と

め、こどもの不安
ふあん

や悩
なや

みを 解 消
かいしょう

できるよう相談
そうだん

に応
おう

じ、こども

が安心
あんしん

して育
そだ

つことができる 環 境
かんきょう

づくりに

努
つと

めます。 

（委任
いにん

） 

第
だい

１３ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか

必要
ひつよう

なことは、区長
くちょう

が別
べつ

に定
さだ

めます。 

   附
ふ

 則
そく

 

 この 条 例
じょうれい

は、令和
れいわ

７年
ねん

４月１日
がつついたち

から施行
しこう

しま

す。 

                    

江東区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条

例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１０号 

江東区公衆浴場法施行条例の一部を改正す

る条例 

江東区公衆浴場法施行条例（平成２４年３月江

東区条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第６号ウ中「大腸菌群数」を「大

腸菌数」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区建築審査会条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１１号 

江東区建築審査会条例の一部を改正する条
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例 

 江東区建築審査会条例（昭和５８年３月江東区

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項中「及び額は、別表のとおりと

する」を「、額及び支給方法については、江東区

議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償

に関する条例（昭和６０年３月江東区条例第３号）

に定める参考人等の例による」に改め、同条第３

項を削り、同条第４項中「前３項」を「前２項」

に改め、同項を同条第３項とする。 

 別表を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の江東区建築審査会条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用

弁償について適用し、同日前に支給事由の生じ

た費用弁償については、なお従前の例による。 

                    

江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一

部を改正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１２号 

江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例

の一部を改正する条例 

 江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例（昭

和２８年６月江東区条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の

項中「９，３５０円」を「９，７４０円」に、「１

４，３００円」を「１４，９００円」に、「１９，

３００円」を「２０，１００円」に、「７，７２０

円」を「８，６９０円」に、「１２，４００円」を

「１３，９００円」に、「１７，０００円」を「１

９，１００円」に、「８３０円」を「８６０円」に、

「８３円」を「８６円」に、 

「 ５０円 」 

を 

「 ５２円 」 

に、「８，１８０円」を「８，５２０円」に、「５，

０１０円」を「５，２１０円」に、「１６，７００

円」を「１７，３００円」に、「２３，４００円」

を「２４，６００円」に改め、同表法第３２条第

１項第２号に掲げる物件の項中「１９０円」を「２

００円」に、「３４０円」を「３６０円」に、 

「 ５００円 」 

を 

「 ５２０円 」 

に、「７５０円」を「７８０円」に、「１，０００

円」を「１，０４０円」に、「１，５００円」を「１，

５６０円」に、「２，０００円」を「２，０８０円」

に、「３，５００円」を「３，６５０円」に、「５，

０１０円」を「５，２１０円」に、「１０，０００

円」を「１０，４００円」に改め、同表法第３２

条第１項第３号に掲げる施設の項中「１４，８０

０円」を「１７，３００円」に改め、同表法第３

２条第１項第４号に掲げる施設の項中「１６，７

００円」を「１７，３００円」に改め、同表法第

３２条第１項第５号に掲げる施設の項中「１１，

７００円」を「１２，３００円」に、「７，０２０

円」を「７，４００円」に、「１０，４００円」を

「１１，０００円」に改め、同表法第３２条第１

項第６号に掲げる施設の項中「２３０円」を「２

４０円」に、「２３，４００円」を「２４，６００

円」に改め、同表道路法施行令（昭和２７年政令

第４７９号。以下「令」という。）第７条第１号に

掲げる物件の項中「２３，４００円」を「２４，

６００円」に、「１３，３００円」を「１３，９０

０円」に、「２３０円」を「２４０円」に、「２３

４，０００円」を「２４６，７００円」に、「１１

７，０００円」を「１２３，３００円」に改め、

同表令第７条第２号に掲げる工作物の項中「１６，

７００円」を「１７，３００円」に改め、同表令

第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号

に掲げる工事用材料置場の項中「２３，４００円」

を「２４，６００円」に、「８，６４０円」を「１

０，３００円」に改め、同表令第７条第６号に掲

げる仮設建築物及び同条第７号に掲げる仮設収容

施設の項中「１６，７００円」を「１７，３００

円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区立都市公園条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１３号 

江東区立都市公園条例の一部を改正する条

例 

 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「２，３６３円」を「２，０２２円」

に改める。 
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 別表第２中「４５円」を「４７円」に、「１０，

８００円」を「１１，２８０円」に、「１，９１２

円」を「１，９９７円」に、「１６，８７５円」を

「１７，６２５円」に改める。 

 別表第３中「１，８５６円」を「１，９３３円」

に、「１，１００円」を「１，１４５円」に、「１

６５円」を「１７１円」に、「４１２円」を「４２

９円」に、「８２５円」を「８５９円」に、「１３

７円」を「１４３円」に、「１，３７５円」を「１，

４３２円」に、「５５０円」を「５７２円」に、「１，

０３８円」を「１，２４５円」に、「６８７円」を

「７１６円」に、「１，１８４円」を「１，４２０

円」に、 

「 ４５円 」 

を 

「 ４７円 」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区立公衆便所条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１４号 

江東区立公衆便所条例の一部を改正する条

例 

 江東区立公衆便所条例（昭和２８年６月江東区

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 
「 同  亀島橋際公衆

便所 

同  亀戸一丁目１番１

号 」 

を 
「 同  亀島橋際公衆

便所 

同  亀戸一丁目１番１

‐先号 」 

に改め、同表同大島七丁目公園内公衆便所の項の

次に次のように加える。 
同  旧三大小記念公

園内公衆便所 

同  大島七丁目３８

番７号 

 別表同東大島駅前公衆便所の項の次に次のよう

に加える。 
同  大島九丁目すく

すく公園内公衆便所 

同  大島九丁目６番

１１号 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区普通河川管理条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１５号 

江東区普通河川管理条例の一部を改正する

条例 

江東区普通河川管理条例（昭和５６年１０月江

東区条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「６０４円」を「７２４円」に、「３

３１円」を「３９７円」に、「１，０７２円」を「１，

２８６円」に、「２１７円」を「２６０円」に改め

る。 

 別表第２中「７００円」を「７２８円」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１６号 

江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する

条例 

江東区公共溝渠管理条例（昭和２８年６月江東

区条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項中「４１２円」を「４２９円」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１７号 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

第１条 江東区事務手数料条例（昭和３３年３月

江東区条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第６の１９の項から２１の項までの規定

中「第１８条第１７項」を「第１８条第２１項」

に改め、同表２２の項中「第１８条第１７項」

を「第１８条第２１項」に、「第１８条第１９項」

を「第１８条第２８項」に改め、同表２３の項

中「第１８条第１７項」を「第１８条第２１項」

に改め、同表２４の項から２６の項までの規定

中「第１８条第２０項」を「第１８条第２９項」

に改め、同表２７の項及び２８の項中「第１８
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条第２４項」を「第１８条第３８項」に改める。 

  別表第７の１の項及び２の項並びに別表第８

の３の項及び４の項中「９の項」を「１４の項」

に、「１０の項又は１１の項」を「１５の項又は

１６の項」に改める。 

第２条 江東区事務手数料条例の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第６の１４の項中「５，６００円」を「６，

９００円」に、「９，４００円」を「１３，００

０円」に、「１４，０００円」を「２１，０００

円」に、「１９，０００円」を「２５，０００円」

に改め、同表１９の項中「１１，０００円」を

「１５，０００円」に、「１２，０００円」を「１

７，０００円」に、「１６，０００円」を「２５，

０００円」に、「２３，０００円」を「３１，０

００円」に改め、同表２２の項中「９，９００

円」を「１２，０００円」に、「１１，０００円」

を「１６，０００円」に、「２００平方メートル

以内のもの １５，０００円」を「２００平方

メートル以内のもの ２３，０００円」に、「２

１，０００円」を「２９，０００円」に改める。 

  別表第７及び別表第８を次のように改める。 

別表第７ 都市整備部関係手数料（都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料）（第

６条関係） 
事務 手数料の名称及び額 徴

収

時

期 

１ 都市の

低炭素化

の促進に

関する法

律第５４

条第１項

の規定に

基づく低

炭素建築

物新築等

計画の認

定の申請

に対する

審査 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素化の促進

に関する法律第５４条第２項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につ

いて別表第６の１４の項に掲げる額（建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当該昇降機１基について同表の１５の項又は１６の項に掲げる

額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額） 

認

定

申

請

の

と

き 

 
(1)  申請

に 併 せ

て 区 長

が 指 定

す る 者

（ 以 下

「 適 合

性 確 認

機関」と

いう。）

が 作 成

し た 都

市 の 低

炭 素 化

の 促 進

に 関 す

る 法 律

第 ５ ４

条 第 １

項 各 号

に 掲 げ

る 基 準

に 適 合

し て い

る こ と

を 示 す

書 類 が

提 出 さ

れ た 場

ア 一戸建て住宅（人の居住以外の用途に供する部分を有しないも

のに限る。以下同じ。） 

５，８００

円 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

 

(ｱ) 住宅部分（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める

省令（平成２８年経済産業

省・国土交通省令第１号。以

下「省令」という。）第１条

第２項に規定する住宅部分

をいう。以下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

１１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

２３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

５２，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

９４，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以 

１１９，０

００円 

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

１４８，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分（省令第１条第

１項第１号に規定する非住

宅部分をいう。以下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

１１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１， 

１９，５０

０円 
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合 ０００平方メートル未満の

もの 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

３１，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

９４，３０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

１４９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

１８８，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

２３５，０

００円 

(2) (1)以

外 の 場

合 

 

 

ア 

一 戸

建 て

住宅 

誘導仕様基準（住宅部分の外壁、

窓等を通しての熱の損失の防止

に関する誘導基準及び一次エネ

ルギー消費量に関する誘導基準

（令和４年国土交通省告示第１

１０６号）をいう。以下同じ。）

による場合 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の

もの 

２０，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の

もの 

２２，２０

０円 

仕様・計算併用法（住宅部分の省

令第１条第１項第２号イ(1)の外

皮平均熱貫流率及び冷房期の平

均日射熱取得率（以下この表にお

いて「外皮性能」という。）を誘

導仕様基準により評価し、住宅部

分の省令第１条第１項第１号イ

の一次エネルギー消費量（以下こ

の表において「一次エネルギー消

費量」という。）を省令第１０条

第２号ロ(1)の基準により評価す

る方法又は住宅部分の外皮性能

を省令第１０条第２号イ(1)の基

準により評価し、一次エネルギー

消費量に係る基準への適合を誘

導仕様 基準 により 評価 する方法 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の

もの 

３０，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の

もの 

３３，２０

０円 

 

 

 

 

 

 

 

をいう。以下この表並びに別表第

８の４の項及び５の項において

同じ。）による場合 

標準計算法（省令第１０条第２号

イ(1)及び同号ロ(1)の基準によ

り評価する方法をいう。以下この

表並びに別表第８の４の項及び

５の項において同じ。）による場

合 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の

もの 

４０，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の

もの 

４４，９０

０円 
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イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ)   

住 宅

部分 

誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

３８，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

６６，９０

０円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

１２０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

のもの 

１８３，０

００円 

仕様・計算併用法による場

合 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

５９，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

１００，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

１７５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

２５６，０

００円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

３０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

３５４，０

００円 

標準計算法による場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

８１，００

０円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

１３５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上 

２２９，０

００円 

５，０００平方メートル未満

のもの 

 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

３２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以 

３９０，０

００円 
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上２５，０００平方メートル

未満のもの 

 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

４４９，０

００円 

(ｲ) 

非 住

宅 部

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル建物法（一次エネル

ギー消費量の算出に用いる

べき標準的な建築物及び省

令第１０条第１号イ(1)の

屋内周囲空間の年間熱負荷

（以下この表において「屋

内周囲空間の年間熱負荷」

という。）の算出に用いるべ

きものとして国土交通大臣

が定める建築物を用いて評

価する方法をいう。以下こ

の表並びに別表第８の４の

項及び５の項において同

じ。）による場合 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

１０２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

１７１，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

２７６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

３６１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

４３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

５０９，０

００円 

標準入力法等（実際の設計

仕様の条件を基に算定した

一次エネルギー消費量及び

屋内周囲空間の年間熱負荷

を用いて評価する方法をい

う。以下この表並びに別表

第８の４の項及び５の項に

おいて同じ。）による場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

２６６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

３３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

４３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

６１５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

７５８，０

００円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル 

８９６，０

００円 
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 未満のもの 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

１，０２０，

０００円 

２ 都市の

低炭素化

の促進に

関する法

律第５５

条第１項

の規定に

基づく低

炭素建築

物新築等

計画の変

更の認定

の申請に

対する審

査 

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素化の促進

に関する法律第５５条第２項の規定において準用する同法第５４条第２項の規定に基づく

申出があった場合においては、一の建築物について別表第６の１４の項に掲げる額（建築基

準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基

について同表の１５の項又は１６の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた

額） 

変

更

認

定

申

請

の

と

き 
(1)  申請

に 併 せ

て 適 合

性 確 認

機 関 が

作 成 し

た 都 市

の 低 炭

素 化 の

促 進 に

関 す る

法 律 第

５ ４ 条

第 １ 項

各 号 に

掲 げ る

基 準 に

適 合 し

て い る

こ と を

示 す 書

類 が 提

出 さ れ

た場合 

ア 一戸建て住宅 ４，１００

円 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

１６，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

３７，００

０円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

６６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

８３，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

１０３，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

１３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

２２，２０

０円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

６６，１０

０円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

１０４，０

００円 
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満のもの  

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

１３２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

１６５，０

００円 

(2) (1)以

外 の 場

合 

ア 

一 戸

建 て

住宅 

誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の

もの 

１４，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の

もの 

１５，１０

０円 

仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の

もの 

２１，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の

もの 

２３，３０

０円 

標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル未満の

もの 

２８，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２００平方メートル以上の

もの 

３１，５０

０円 

 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 

住 宅

部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

２６，８０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

４６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

８４，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

のもの 

１２７，０

００円 

仕様・計算併用法による場

合 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の 

４２，００

０円 

もの  

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

７０，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

１２２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１７９，０

００円 
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１０，０００平方メートル未

満のもの 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

２１３，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

２４８，０

００円 

標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

５６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の

もの 

９４，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

１６１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

２３１，０

００円 

 

 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

２７３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

３１４，０

００円 

(ｲ) 

非 住

宅 部

分 

モデル建物法による場合 当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

７１，６０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

９１，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２,０００平方メートル未満

のもの 

１１９，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

１９３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

２５３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

３０４，０

００円 
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未満のもの 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

３５７，０

００円 

標準入力法等による場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満の

もの 

１８６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満の

もの 

２３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの 

３０１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

のもの 

４３０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未

満のもの 

５３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル

未満のもの 

６２７，０

００円 

当該部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以

上のもの 

７１５，０

００円 

 備考 

 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料につ

いて、住戸の数が一である複合建築物（住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。以下同じ。）

の住宅部分の手数料の額は、この表の１の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項又は２の部(1)

の款アの項若しくは(2)の款アの項に掲げる額とする。 

別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に

係る手数料）（第６条関係） 
事務 

 

 

 

手数料の名称及び額 

 

 

 

徴

収

時

期 

１  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 等

に 関 す

る 法 律

第 １ １

条 第 １

項 た だ

し 書 又

仕様基準又は誘導仕様基準審査手数料（建築基準法第６条第４項及び同法第１８条第３項

に基づく審査の中で行う仕様基準（住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関

する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（平成２８年国土交通省告示第２６６

号）をいう。以下同じ。）又は誘導仕様基準の審査に係るものをいう。） 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

確

認 

申

請

又

は

計

画

通

知

の

と

(1) 一戸建て住宅 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

平方メートル以内のもの 

２，５００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

平方メートルを超え１００ 平 方 

４，７００

円 
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は 第 １

２ 条 第

２ 項 た

だ し 書

の 規 定

の 適 用

を 受 け

る 場 合

の 審 査

（ 特 定

建 築 行

為 が 建

築 物 の

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

の 向 上

等 に 関

す る 法

律 施 行

規則（平

成 ２ ８

年 国 土

交 通 省

令 第 ５

号）第２

条 第 １

項 第 １

号 に 該

当 す る

場 合 に

限る。） 

 

 

 

 

 

メートル以内のもの  き 

当該部分の床面積の合計が１０

０平方メートルを超え２００平

方メートル以内のもの 

７，８００

円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートルを超えるもの 

９，４００

円 

(2) 一戸建て住宅以外の住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

平方メートル以内のもの 

４，３００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

平方メートルを超え１００平方

メートル以内のもの 

８，２００

円 

当該部分の床面積の合計が１０

０平方メートルを超え２００平

方メートル以内のもの 

１３，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートルを超え５００平

方メートル以内のもの 

１５，９０

０円 

当該部分の床面積の合計が５０

０平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの 

２２，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え２，００

０平方メートル以内のもの 

３１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートルを超え５，００

０平方メートル以内のもの 

５０，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートルを超えるもの 

６８，９０

０円 

２  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 等

に 関 す

る 法 律

第 １ １

条 第 １

項 又 は

第 １ ２

条 第 ２

項 の 規

定 に 基

づ く 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 適

合 性 判

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

計

画

提

出

又

は

計

画

通

知

の

と

き 

(1) 計画提

出又は計

画通知に

併せて建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律第１

０条第１

項に掲げ

る基準に

適合して

いること

を示す書

類として

区長が定

めるもの

ア 一戸建て住宅 ５，８００

円 

イ  

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

２３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

５２，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

９４，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１１９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１４８，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０１１，３０
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定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が提出さ

れた場合 

 

 

 

 

 

０平方メートル未満のもの ０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１９，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３１，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９４，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１４９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１８８，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

２３５，０

００円 

(2) (1)以

外の場合 

ア  

一 戸

建 て

住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様基準又は誘導仕様基

準による場合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２０，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

２２，２０

０円 

仕様・計算併用法（住宅部

分の外皮性能を、仕様基準

若しくは誘導仕様基準に

より評価し、住宅部分の一

次エネルギー消費量を省

令第１条第１項第２号ロ

(1)若しくは第１０条第２

号ロ(1)の基準により評価

する方法又は住宅部分の

外皮性能を省令第１条第

１項第２号イ(1)若しくは

第１０条第２号イ(1)の基

準により評価し、一次エネ

ルギー消費量に係る基準

への適合を仕様基準若し

くは誘導仕様基準により

評価する方法をいう。以下

この項、３の項及び６の項

において同じ。）による場

合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

３０，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

３３，２０

０円 

標準計算法（省令第１条第

１項第２号イ(1)及び同号

ロ(1)により評価する方法

又は省令第１０条第２号

イ(1)及び同号ロ(1)の基

準により評価する方法を

いう。以下この項、３の項

及び６の項において同

じ。）による場合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

４０，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

４４，９０

０円 

イ 

ア 以

(ｱ) 

住 宅

仕様基準又は誘導仕

様基準による場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

３８，７０

０円 



令和 7 年 4 月 15 日（火曜日）     江 東 区 公 報             （第 926 号） 

 

 

 

27 

外 の

建 築

物 

部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

６６，９０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１２０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの 

１８３，０

００円 

仕様・計算併用法に

よる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

５９，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１００，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１７５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２５６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３５４，０

００円 

標準計算法による場

合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８１，００

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１３５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

２２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

３２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３９０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

４４９，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分の用途が

工場等（工場、危険物

の貯蔵又は処理に供す

るもの、水産物の増殖

場又は養殖場、倉庫、

卸売市場及び火葬場、

と畜場、汚物処理場、

ごみ焼却場その他の処

理施設をいう。以下同

じ。）のみの場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１９，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３１，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９４，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

１４９，０

００円 
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０平方メートル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１８８，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

２３５，０

００円 

(ｳ) 

(ｲ)以

外 の

非 住

宅 部

分 の

場合 

モデル建物法（一次

エネルギー消費量の

算出に用いるべき標

準的な建築物を用い

て評価する方法をい

う。３の項及び６の

項において同じ。）に

よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１０２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

１７１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

２７６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

３６１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

４３４，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

５０９，０

００円 

 標準入力法等（実際

の設計仕様の条件を

基に算定した一次エ

ネルギー消費量を用

いて評価する方法を

いう。３の項及び６

の項において同じ。）

による場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

２６６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

４３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６１５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

７５８，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

８９６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１，０２０，

０００円 

３  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 等

に 関 す

る 法 律

第 １ １

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

変

更

計

画

提

出

又

は 

変

(1) 変更計

画提出又

は変更計

画通知に

併せて建

築物のエ

ア 一戸建て住宅 ４，１００

円 

イ 

ア 以

外 の

建 築

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

１６，７０

０円 
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条 第 ２

項 又 は

第 １ ２

条 第 ３

項 の 規

定 に 基

づ く 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 確

保 計 画

の 変 更

に 係 る

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

適 合 性

判定 

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律第１

０条第１

項に掲げ

る基準に

適合して

いること

を示す書

類として

区長が定

めるもの

が提出さ

れた場合 

物 

 

 

 

 

 

 

 

方メートル未満のもの 更

計

画

通

知

の

と

き 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

３７，００

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

６６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

８３，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１０３，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

２２，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６６，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１３２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１６５，０

００円 

(2) (1)以

外の場合 

ア  

一 戸

建 て

住宅 

仕様基準又は誘導仕様基

準による場合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

１４，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

１５，１０

０円 

仕様・計算併用法による場

合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２１，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

２３，３０

０円 

標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２８，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

３１，５０

０円 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 

住 宅

部分 

仕様基準又は誘導仕

様基準による場合 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

２６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

８４，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの 

１２７，０

００円 
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仕様・計算併用法に

よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

４２，００

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

７０，５０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１２２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１７９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２１３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

２４８，０

００円 

標準計算法による場

合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

５６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

９４，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１６１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２７３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３１４，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分の用途が

工場等のみの場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

２２，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６６，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１３２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１６５，０

００円 

(ｳ) 

(ｲ)以

モデル建物法による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

７１，６０

０円 
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外 の

非 住

宅 部

分 の

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

９１，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

１１９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１９３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２５３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３５７，０

００円 

標準入力法等による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１８６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

２３４，０

００円 

 

 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３０１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

４３０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

５３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

６２７，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

７１５，０

００円 

４  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 等

に 関 す

る 法 律

第 ３ ０

条 第 １

項 の 規

定 に 基

づ く 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律第３０条第２項の規定に基づく申出があった場合におい

ては、一の建築物について別表第６の１４の項に掲げる額（建築基準法第８７条の４に規

定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について同表の１５

の項又は１６の項に掲げる額の手数料を加えた額）に相当する額を加えた額） 

認

定

申

請

の

と

き (1) 申請に

併せて建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律第３

０条第１

項各号に

ア 一戸建て住宅 ５，８００

円 
 

 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

２３，８０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

５２，８０

０円 
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性 能 向

上 計 画

の 認 定

の 申 請

に 対 す

る審査 

掲げる基

準に適合

している

ことを示

す書類と

して区長

が定める

ものが提

出された

場合 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

９４，７０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１１９，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１４８，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１１，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１９，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３１，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９４３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１４９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１８８，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

２３５，０

００円 

(2) (1)以

外の場合 

ア  

一 戸

建 て

住宅 

誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２０，７０

０円 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

２２，２０

０円 

仕様・計算併用法による場

合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

３０，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

３３，２０

０円 

標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

４０，２０

０円 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

４４，９０

０円 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 

住 宅

部分 

誘導仕様基準による

場合 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

３８，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

６６，９０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１２０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの 

１８３，０

００円 

仕様・計算併用法に

よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

５９，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

１００，０

００円 
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方メートル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１７５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２５６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３５４，０

００円 

標準計算法による場

合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８１，００

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１３５，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

２２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

３２９，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３９０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

４４９，０

００円 

(ｲ) 

非 住

宅 部

分 

モデル建物法による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１０２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１２９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

１７１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

２７６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

３６１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

４３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

５０９，０

００円 

標準入力法等による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

２６６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

３３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１，０ ４３１，０ 
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００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６１５，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

７５８，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

８９６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１，０２０，

０００円 

５  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 等

に 関 す

る 法 律

第 ３ １

条 第 １

項 の 規

定 に 基

づ く 建

築 物 エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 向

上 計 画

の 変 更

の 認 定

の 申 請

に 対 す

る審査 

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項において準用する同法第３０条第２項の

規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表第６の１４の項に掲

げる額（建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合において

は、当該昇降機１基について同表の１５の項又は１６の項に掲げる額の手数料を加えた

額）に相当する額を加えた額） 

変

更

認

定

申

請

の

と

き 

 

(1) 申請に

併せて建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

法律第３

０条第１

項各号に

掲げる基

準に適合

している

ことを示

す書類と

して区長

が定める

ものが提

出された

場合 

ア 一戸建て住宅 ４，１００

円 

イ  

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１６，７０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

３７，００

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

６６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

８３，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１０３，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

２２，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６６，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０， １３２，０ 
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０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１６５，０

００円 

(2) (1)以

外の場合 

ア  

一 戸

建 て

住宅 

誘導仕様基準による場合 

 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

１４，３０

０円 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

１５，１０

０円 

仕様・計算併用法による場

合 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２１，１０

０円 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

２３，３０

０円 

標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２８，３０

０円 

当該住宅の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

３１，５０

０円 

イ  

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 

住 宅

部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導仕様基準による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

２６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

８４，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの 

１２７，０

００円 

仕様・計算併用法に

よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

４２，００

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

７０，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１２２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１７９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２１３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

２４８，０

００円 

標準計算法による場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

５６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

９４，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１６１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２３１，０

００円 
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当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２７３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３１４，０ 

００円 

(ｲ) 

非 住

宅 部

分 

モデル建物法による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

７１，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

９１，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

１１９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１９３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２５３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３５７，０

００円 

標準入力法等による

場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１８６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

２３４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３０１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

４３０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

５３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

６２７，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

７１５，０

００円 

６  建築

物 の エ

ネ ル ギ

ー 消 費

性 能 の

向 上 等

に 関 す

る 法 律

施 行 規

則 第 １

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数

料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

交

付

申

請

の

と

き 

 

 

 

(1) 申請に

併せて建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上等

に関する

ア 一戸建て住宅 ４，１００

円 

イ 

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 住宅部分 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１６，７０

０円 
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３ 条 の

規 定 に

基 づ く

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

確 保 計

画 の 変

更 が 軽

微 な 変

更 に 該

当 し て

い る こ

と の 証

明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律施行

規則第５

条に掲げ

る軽微な

変更に該

当してい

ることを

示す書類

として区

長が定め

るものが

提出され

た場合 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

３７，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

６６，５０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

８３，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１０３，０

００円 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

２２，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６６，１０

０円 

 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１３２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１６５，０

００円 

(2) (1)以

外の場合 

ア 

一 戸

建 て

住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様基準又は誘導仕様基

準による場合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

１４，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

１５，１０

０円 

仕様・計算併用法による場

合 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２１，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

２３，３０

０円 

標準計算法による場合 

 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル未満のもの 

２８，３０

０円 

当該部分の床面積の合計が２０

０平方メートル以上のもの 

３１，５０

０円 

イ  

ア 以

外 の

建 築

物 

(ｱ) 

住 宅

部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様基準又は誘導仕

様基準による場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

２６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

４６，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

８４，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの 

１２７，０

００円 

仕様・計算併用法に当該部分の床面積の合計が ３ ０ ４２，００ 
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よる場合 ０平方メートル未満のもの ０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

７０，５０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１２２，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１７９，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２１３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

２４８，０

００円 

標準計算法による場

合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

５６，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

９４，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１６１，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

２７３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３１４，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 非住宅部分の用途が

工場等のみの場合 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

８，０００

円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

１３，８０

０円 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

２２，２０

０円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

６６，１０

０円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

１０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

１３２，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

１６５，０

００円 

(ｳ) 

(ｲ)以

外 の

モデル建物法による

場合 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

７１，６０

０円 

当該部分の床面積の合計が３０ ９１，１０ 
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非 住

宅 部

分 の

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

１１９，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１９３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

２５３，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

３０４，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

３５７，０

００円 

標準入力法等による

場合 

 

 

 

 

 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル未満のもの 

１８６，０

００円 

当該部分の床面積の合計が３０

０平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの 

２３４，０

００円 

 

当該部分の床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

３０１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

４３０，０

００円 

当該部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のもの 

５３１，０

００円 

当該部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のもの 

６２７，０

００円 

当該部分の床面積の合計が２５，

０００平方メートル以上のもの 

７１５，０

００円 

備考 

１ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に

評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有する

ことが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネル

ギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、そ

れぞれこの表の２の部(2)の款イの項(ｳ)、３の部(2)の款イの項(ｳ)又は６の部(2)の款イの項

(ｳ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。 

２ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に

評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有する

ことが確かめられ、かつ、省令第１０条第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー

消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消

費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめら

れた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー

消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下この表において「向上計画認定申請手数料等」と

いう。）の額は、それぞれこの表の４の部(2)の款イの項(ｲ)又は５の部(2)の款イの項(ｲ)に掲
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げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。 

３ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物（同項に規定する他の建

築物をいう。以下この表において同じ。）における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数

料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築

物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表

の２の部(1)の項の規定により算出した額とする。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向

上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建

築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方

法により行った場合の手数料の額は、この表の３の部(1)の項の規定により算出した額とする。 

５ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に

係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料（以下この表において「適合性判定手数料

等」という。）の算出において、複合建築物の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部

分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住

宅部分として取り扱う。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成２８年政令第８号）第３条

に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常

時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるものに該当する部分

を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む建築物の部分の床面積の合計に

より算出した額とする。 

７ 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部

分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。 

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計

画認定申請手数料の額は、申請建築物（同項に規定する申請建築物をいう。）の部分に係る額

及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。 

９ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計

画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の

部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に

掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の４の項の規定

により算出した額とする。 

１０ 適合性判定手数料等（仕様基準又は誘導仕様基準以外による場合に限る。）又は向上計画

認定申請手数料等（誘導仕様基準以外による場合に限る。）について、一戸建て住宅以外の住

宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分と共用部分の床面積の合計により算出した額とする。

ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の床面積は加算

しない。 

１１ 適合性判定手数料等（仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。）又は向上計画認定

申請手数料等（誘導仕様基準による場合に限る。）について、一戸建て住宅以外の住宅の申請

の場合の手数料の額は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計により算出した額とする。 

１２ 適合性判定手数料等又は向上計画認定申請手数料等について、住戸の数が一である複合建

築物の住宅部分の手数料の額は、この表の２の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項、３の

部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項、４の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項、５の

部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項又は６の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項に
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掲げる額とする。 

１３ 複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行令第４条に規定する用途である場合における当該非住宅部分の適合性判定手数料、建築物エ

ネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建

築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額

は、この表の２の部(2)の款イの項(ｲ)、３の部(2)の款イの項(ｲ)又は６の部(2)の款イの項(ｲ)

に掲げる工場等のみの場合とみなして算出した額とする。

   附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２

条の規定は令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区江東きっずクラブ条例の一部を改正する

条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１８号 

江東区江東きっずクラブ条例の一部を改正

する条例 

 江東区江東きっずクラブ条例（平成２２年３月

江東区条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条第２項中「江東きっずクラブ塩浜、」を削

る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第１９号 

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例 

 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（平成１４年３

月江東区条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

 別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中

「７，４９４円」を「８，５２９円」に、「９，０

９０円」を「９，９０９円」に、「１１，７０３円」

を「１２，３５１円」に、「１３，１５２円」を「１

３，５７５円」に、「１５，５７３円」を「１５，

８３７円」に、「１６，６０２円」を「１６，８６

６円」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項

中「６，４５９円」を「７，１６４円」に、「７，

４２２円」を「７，９３２円」に、「９，０８１円」

を「９，４３８円」に、「１０，５３９円」を「１

０，７０１円」に、「１１，５０５円」を「１１，

６１０円」に、「１１，８６５円」を「１１，９７

０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和６年４月１日（以

下「適用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべ

き事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に

支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補

償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間に

ついて支給すべきものの補償基礎額について適

用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその

他の公務災害補償の補償基礎額については、な

お従前の例による。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２０号 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成１２年３月江東区条例第

４７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条の２（見出しを含む。）中「３歳に満た

ない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」

に改める。 

 第１１条の３の見出しを削る。 

 第１７条第１項各号中「子の看護のための休暇」

を「子の看護等のための休暇」に改める。 

 第１８条第１項中「定める者」の次に「（第１８

条の４第１項において「配偶者等」という。）」を

加える。 
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 第１８条の３の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員

に対する意向確認等） 

第１８条の４ 教育委員会は、職員が配偶者等が

当該職員の介護を必要とする状況に至ったこと

を申し出たときは、当該職員に対して、仕事と

介護との両立に資するものとして教育委員会規

則で定める制度又は措置（以下この条及び次条

において「介護両立支援制度等」という。）その

他の教育委員会規則で定める事項を知らせると

ともに、介護両立支援制度等の請求、申告又は

申請（次条において「請求等」という。）に係る

当該職員の意向を確認するための面談その他の

教育委員会規則で定める措置を講じなければな

らない。 

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４

０歳に達した日の属する年度（４月１日から翌

年の３月３１日までをいう。）において、前項に

規定する事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１８条の５ 教育委員会は、介護両立支援制度

等の請求等が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研

修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整

備 

(3) 前２号に掲げる措置のほか、教育委員会規

則で定める介護両立支援制度等に係る勤務環

境の整備に関する措置 

附 則 

（経過措置） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の江東区立幼稚園教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第

１１条の２第１項の規定による超過勤務の制限

に係る請求（３歳から小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するために行うものに限る。）

は、この条例の施行の日前においても行うこと

ができる。 

                    

公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する

条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２１号 

公益的法人等への江東区職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する

条例（平成１４年３月江東区条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項に次の１号を加える。 

(9) 独立行政法人都市再生機構 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２２号 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

 江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年４

月江東区条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２７条の７第２項中「、第１３条の３」を削

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（江東区職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の一部改正） 

２ 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例（令和４年９月江東区条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第９項中「、第１３条の３」を削る。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

令和７年３月１３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２３号 

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成１２年３月江東区条例第４８号）の一部を

次のように改正する。 

 第３２条の２の見出し中「及び住居手当」を削

り、同条中「、第１２条及び第１４条」を「及び

第１２条」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の一部改正） 

２ 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例（令和４年１０月江東区

条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  附則第９項中「、第１２条及び第１４条」を

「及び第１２条」に改める。 

                    

江東区地域包括支援センターの包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和７年３月２８日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２４号 

江東区地域包括支援センターの包括的支援

事業の実施に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 江東区地域包括支援センターの包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例（平成２６年１

２月江東区条例第４９号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第２項中「第１４０条の６６第１号ロ

(2)」を「第１４０条の６６第１号イ」に改める。 

 第４条第１項及び第２項を次のように改める。 

 一の地域包括支援センターが担当する区域に

おける第一号被保険者（法第９条第１号に規定

する第一号被保険者をいう。以下同じ。）の数が

おおむね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤の職

員の員数（地域包括支援センター運営協議会が

第一号被保険者の数及び地域包括支援センター

の運営の状況を勘案して必要であると認めると

きは、常勤換算方法（当該地域包括支援センタ

ーの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援セ

ンターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数

で除することにより、当該地域包括支援センタ

ーの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する

方法をいう。）によることができる。次項におい

て同じ。）は、原則として次のとおりとする。 

 (1) 保健師その他これに準ずる者 １人 

 (2) 社会福祉士その他これに準ずる者 １人 

 (3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条の６

６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門

員をいう。）その他これに準ずる者 １人 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援セン

ター運営協議会が地域包括支援センターの効果

的な運営に資すると認めるときは、複数の地域

包括支援センターが担当する区域を一の区域と

して、当該区域内の第一号被保険者の数につい

て、おおむね３，０００人以上６，０００人未

満ごとに同項第１号から第３号までに掲げる常

勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援セン

ターに配置することにより、当該区域内の一の

地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を

満たすものとする。この場合において、当該区

域内の一の地域包括支援センターに置くべき常

勤の職員の員数の基準は、同項第１号から第３

号までに掲げる者のうちから２人とする。 

 第４条第３項及び第４項中「第１号被保険者」

を「第一号被保険者」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区福祉会館条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和７年３月２８日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２５号 

江東区福祉会館条例の一部を改正する条例 

 江東区福祉会館条例（昭和４４年３月江東区条

例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「午後５時まで」を「午後７時

まで（日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号。以下「祝日法」という。）

第２条に規定するこどもの日及び敬老の日にあっ

ては、午前９時から午後６時まで）」に改め、同項

ただし書中「第７条第２項の規定により利用しよ

うとする者が」を削り、「利用する」を「貸切利用

する」に、「区長」を「地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって、区長が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）」に改め、同条第

２項中「区長が必要と認めたときは、」を「指定管

理者は、区長の承認を得て」に改める。 

 第６条第１項第１号及び第２号を次のように改

める。 

 (1) 第２及び第４日曜日 

 (2) 祝日法第２条及び第３条第３項に規定する

日 

 第６条第２項中「規定する」の次に「こどもの

日及び」を加え、同条第３項中「区長が必要と認

めたときは、これ」を「指定管理者は、区長の承

認を得て休館日」に改める。 

 第７条第２項中「区長」を「指定管理者」に改

める。 

 第１０条を削る。 

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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 第９条中「利用者」を「前条の規定により貸切

利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）」

に、「利用し」を「貸切利用し」に、「利用の権利」

を「貸切利用の権利」に改め、同条を第１０条と

する。 

 第８条の見出し中「利用」を「貸切利用」に改

め、同条第１項中「福祉会館を利用」を「別表に

掲げる施設を貸切利用」に、「区長」を「指定管理

者」に改め、同条第２項中「区長」を「指定管理

者」に、「利用の」を「貸切利用の」に、「付して、

利用を認める」を「付する」に改め、同条第３項

各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」

に、「利用」を「貸切利用」に改め、同項第３号中

「その他区長において」を「前２号に掲げるもの

のほか、」に改め、同条を第９条とし、第７条の次

に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第８条 福祉会館の管理は、指定管理者に行わせ

る。 

２ 前項の規定により指定管理者に行わせる業務

は、次のとおりとする。 

 (1) 第３条に規定する事業の実施に関すること。 

 (2) 福祉会館の施設の利用に関すること。 

 (3) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と

認める業務 

 第１１条を次のように改める。 

（利用料金） 

第１１条 利用者は、指定管理者に対し、その貸

切利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内におい

て、指定管理者が区長の承認を得て定めるもの

とする。 

 第１７条から第１９条までを削り、第２０条を

第１８条とする。 

 第１６条を第１７条とする。 

 第１５条第１項中「利用を」を「貸切利用を」

に改め、同条第２項中「利用の」を「貸切利用の」

に、「その利用を」を「貸切利用を制限され、若し

くは」に改め、同条を第１６条とする。 

 第１４条の見出し中「利用」を「貸切利用」に

改め、同条各号列記以外の部分中「区長」を「指

定管理者」に、「利用の」を「貸切利用の」に改め、

同条第１号中「又は」の次に「第９条第２項に規

定する貸切利用の」を加え、同条第４号中「区長」

を「指定管理者」に改め、同号を同条第５号とし、

同条第３号を同条第４号とし、同条第２号中「又

は」を「若しくは」に、「規則その他区長の指示に

違反した」を「規則に違反し、又は指定管理者の

指示に従わない」に改め、同号を同条第３号とし、

同条第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 第９条第３項各号のいずれかに該当すると

き。 

 第１４条に次の２項を加える。 

２ 指定管理者は、前項の規定により貸切利用の

承認を取り消し、又はその利用を制限し、若し

くは停止した場合は、速やかに区長に報告しな

ければならない。 

３ 区長は、第１項の規定によるもののほか、必

要と認めるときは、貸切利用の承認を取り消し、

又はその利用を制限し、若しくは停止すること

ができる。 

 第１４条を第１５条とする。 

 第１３条中「区長」を「指定管理者」に改め、

同条を第１４条とする。 

 第１２条の見出しを「（利用料金の還付）」に改

め、同条各号列記以外の部分中「すでに納めた使

用料」を「既に支払われた利用料金」に改め、同

条第１号中「利用が」を「貸切利用が」に改め、

同条第２号中「第１４条第３号及び第４号」を「第

１５条第４号及び第５号」に、「利用」を「貸切利

用の」に改め、同条第３号中「利用取消し」を「貸

切利用の取消し」に、「区長」を「指定管理者」に

改め、同条を第１３条とし、第１１条の次に次の

１条を加える。 

（利用料金の減免） 

第１２条 指定管理者は、規則で定める場合は、

利用料金を減額し、又は免除することができる。 

 別表中「第１０条、第１８条」を「第９条、第

１１条」に、「使用料」を「利用料金」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区特別区税条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和７年３月２８日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２６号 

江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

 江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区

条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第４６条の２第２項各号列記以外の部分中「身

体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を

提示」を「又はこれらの者の特定免許情報（同法

第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をい
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う。次項において同じ。）が記録された免許情報記

録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規

定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下

この項及び次項において「免許情報記録個人番号

カード」という。）を提示」に改め、同項ただし書

中「の提示」を「又は免許情報記録個人番号カー

ドの提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付

年月日及び」を「又は道路交通法第９５条の２第

２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号

において「免許情報記録」という。）の番号、運転

免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の」

に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号

カードを提示したときは、当該免許情報記録個

人番号カードに記録された特定免許情報を確認

するために必要な措置を受けなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和７年３月２８日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２７号 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

江東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月江

東区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条の４第１号中「１００分の８．６９」

を「１００分の７．７１」に、「１００分の６１」

を「１００分の５９」に改め、同条第２号中「４

万９，１００円」を「４万７，３００円」に、「１

００分の３９」を「１００分の４１」に改める。 

 第１５条の８中「６５万円」を「６６万円」に

改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．８０」

を「１００分の２．６９」に改め、同条第２号中

「１万６，５００円」を「１万６，８００円」に

改める。 

 第１５条の１６中「２４万円」を「２６万円」

に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の２．３１」

を「１００分の２．２５」に改め、同条第２号中

「１万６，５００円」を「１万６，６００円」に

改める。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「６５万円」

を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に

改め、同条第１号ア中「３万４，３７０円」を「３

万３，１１０円」に改め、同号イ中「１万１，５

５０円」を「１万１，７６０円」に改め、同号ウ

中「１万１，５５０円」を「１万１，６２０円」

に改め、同条第２号中「２９万５，０００円」を

「３０万５，０００円」に改め、同号ア中「２万

４，５５０円」を「２万３，６５０円」に改め、

同号イ中「８，２５０円」を「８，４００円」に

改め、同号ウ中「８，２５０円」を「８，３００

円」に改め、同条第３号中「５４万５，０００円」

を「５６万円」に改め、同号ア中「９，８２０円」

を「９，４６０円」に改め、同号イ中「３，３０

０円」を「３，３６０円」に改め、同号ウ中「３，

３００円」を「３，３２０円」に改める。 

 第１９条の４第１号ア中「７，３６５円」を「７，

０９５円」に改め、同号イ中「１万２，２７５円」

を「１万１，８２５円」に改め、同号ウ中「１万

９，６４０円」を「１万８，９２０円」に改め、

同号エ中「２万４，５５０円」を「２万３，６５

０円」に改め、同条第２号ア中「２，４７５円」

を「２，５２０円」に改め、同号イ中「４，１２

５円」を「４，２００円」に改め、同号ウ中「６，

６００円」を「６，７２０円」に改め、同号エ中

「８，２５０円」を「８，４００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条の４、第１

５条の８、第１５条の１２、第１５条の１６、

第１６条の４、第１９条の２及び第１９条の４

の規定は、令和７年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和６年度以前の年度分の保険

料については、なお従前の例による。 

                    

江東区特別区税条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２８号 

江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

 江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区

条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

第３９条第１項第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」

に改め、同号イ中「又は」を「（ウに掲げるものを

除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号

ウ中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」

に改め、同号ウを同号エとし、同号イの次に次の
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ように加える。 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．１２５リ

ットル以下かつ最高出力が４．０キロワッ

ト以下のもの 年額 ２，０００円 

第４６条の２第４項第５号中「定格出力」の次

に「（第３９条第１項第１号ウに掲げる原動機付自

転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出

力）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第１０２号 

都市計画事業の図書の縦覧について 

令和７年３月３日付け関東地方整備局告示第５

１号に係る東京都市計画道路事業の事業計画の変

更について、国土交通省関東地方整備局長から都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条

第２項において準用する同法第６２条第１項の規

定による図書の写しの送付があったので、同条第

２項の規定により縦覧し、都市計画法施行規則（昭

和４４年建設省令第４９号）第４９条の規定によ

り、縦覧場所を次のように公告する。 

令和７年３月５日 

江東区長   大久保 朋 果   

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課 

                    

◎江東区告示第１１１号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年３月１０日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１１６号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に基

づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法第

３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第５

８条の１１第１号の規定により下記のとおり告示

する。 

令和７年３月１２日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

特定子ど 施設名 所在地 確認年 施設 
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も・子育

て支援提

供者の名

称 

 

 

 月日 等の

種類 

学校法人 

昭和大学 

昭 和 大

学 江 東

豊 洲 病

院  病

児・病後

児 保 育

室 

東 京 都

江 東 区

豊 洲 ５

‐ １ ‐

３８ 

令 和 ７

年 １ 月

１４日 

病 児

保 育

事業 

医療法人

社団新未

来 

病児・病

後 児 保

育 室 こ

ど も み

ら い 富

岡 

東 京 都

江 東 区

富 岡 ２

‐ ９ ‐

１ １ Ｔ

ｏ ｋ ｙ

ｏ Ｍｏ

ｎ ｎ ａ

ｋ ａ Ｖ

ｉ ｌ ｌ

ａ ｇ ｅ 

６Ｆ 

令 和 ７

年 １ 月

１６日 

病 児

保 育

事業 

                    

◎江東区告示第１２３号 

令和７年３月１３日、江東区議会の議決を経た、

令和６年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和７年３月１７日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 令和６年度江東区一般会計補正予算（第６号） 

２ 令和６年度江東区国民健康保険会計補正予算

（第１号） 

３ 令和６年度江東区介護保険会計補正予算（第

１号） 

４ 令和６年度江東区後期高齢者医療保険会計補

正予算（第１号） 



（第 926 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 4 月 15 日（火曜日） 

 

 

 

48 

 

令和６年度江東区一般会計補正予算（第６号） 

令和５年度江東区一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 5,248,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 276,960,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用

できる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（特別区債の補正） 

第４条 特別区債の変更は、「第４表特別区債補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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第２表 繰越明許費 

第３表 債務負担行為補正 

追加 
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第４表 特別区債補正 

変更 
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令和６年度江東区国民健康保険会計補正予算（第１号） 

令和６年度江東区国民健康保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 62,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 48,900,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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令和６年度江東区介護保険会計補正予算（第１号） 

令和６年度江東区介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,184,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 41,697,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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令和６年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

令和６年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 42,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 12,888,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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◎江東区告示第１３２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和７年３月１９日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和７年３月１９日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１１２０番２

３先から 

江東区北砂四丁

目１１２０番４

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

２ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１２２６番３

０先から 

江東区北砂四丁

目１２０７番１

０先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

３ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１２８３番８

先から 

江東区北砂四丁

目１２８３番３

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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令和 7 年 4 月 15 日（火曜日）     江 東 区 公 報             （第 926 号） 

 

 

 

67 
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◎江東区告示第１３３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和７年３月１９日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和７年３月１９日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１１２０番２

３先から 

江東区北砂四丁

目１１２０番４

先まで 

なし 

２ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１２２６番３

０先から 

江東区北砂四丁

目１２０７番１

０先まで 

なし 

３ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１２８３番８

先から 

江東区北砂四丁

目１２８３番３

先まで 

なし 
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◎江東区告示第１３５号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞

退について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の６第１項の規

定による確認の辞退があったため、法第５８条の

１１第２号の規定により下記のとおり告示する。 

令和７年３月２１日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

特定子ど

も・子育て 

支 援 提 供

者の名称 

施設名 所在地 辞退 

年月日 

施設

等の

種類 

株 式 会 社

ネス・コー

ポ レ ー シ

ョン 

ナーサ

リール

ームベ

リーベ

アー亀

戸 

亀戸６

‐４０

‐１６

エレガ

ントハ

イツマ

ツモト

１階 

令 和 ７

年 ３ 月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第１３９号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更をした。 

なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和７年３月２４日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 変更に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更の年月日 

令和７年３月２４日 

３ 変更に係る道路の位置 

江東区大島三丁目２２０番１３の一部、２２

０番３０の一部 

４ 変更に係る道路の延長及び幅員 

追加 幅員４．００ｍ 延長４．５７ｍ 

                    

◎江東区告示第１４０号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年３月２５日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１４９号 

令和７年３月２８日、江東区議会の議決を経た、

令和７年度当初予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和７年３月２８日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 令和７年度江東区一般会計予算 

２ 令和７年度江東区国民健康保険会計予算 

３ 令和７年度江東区介護保険会計予算 

４ 令和７年度江東区後期高齢者医療会計予算
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令和７年度江東区一般会計予算 

令和７年度江東区一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 278,453,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（特別区債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表特別区債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円

と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 
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第１表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 
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第２表 債務負担行為 
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第３表 特別区債
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令和７年度江東区国民健康保険会計予算 

令和７年度江東区国民健康保険会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,122,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用 
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別表 歳入歳出予算 

歳入 

 
 



令和 7 年 4 月 15 日（火曜日）     江 東 区 公 報             （第 926 号） 

 

 

 

87 

歳出 
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令和７年度江東区介護保険会計予算 

令和７年度江東区介護保険会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 42,217,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 
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別表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 
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令和７年度江東区後期高齢者医療会計予算 

令和７年度江東区後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,324,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 
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別表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 
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◎江東区告示第１５１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

          記 

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所

在地及び代表者の氏名 

(1) 名称：株式会社トラストバンク 

所在地：東京都品川区上大崎三丁目１番１

号   

代表者：代表取締役 川村 憲一   

(2) 名称：スルガカード株式会社 

所在地：静岡県沼津市魚町１  

代表者：代表取締役 佐藤 悟郎  

２ 指定年月日 

令和７年４月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第１５２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果   

          記 

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所

在地及び代表者の氏名 

名称：楽天グループ株式会社  

所在地：東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号

楽天クリムゾンハウス 

代表者：代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史  

２ 指定年月日 

令和７年４月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

  ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第１５３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

          記 

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所

在地及び代表者の氏名 

(1) 名称：株式会社アイモバイル 

所在地：東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２

０号関電不動産渋谷ビル８階 

 代表者：代表取締役社長 野口 哲也 

(2) 名称：ＰａｙＰａｙ株式会社 

所在地：東京都千代田区紀尾井町１‐３ 

代表者：代表取締役社長執行役員ＣＥＯ  

中山 一郎 

２ 指定年月日 

令和７年４月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第１５６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

(1) 名称：株式会社ＪＲ東日本ネットステーシ

ョン 

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷５‐２７‐

１１アグリスクエア新宿４階 

代表取締役社長：西尾 寿子 

(2) 名称：株式会社ＤＧフィナンシャルテクノ

ロジー 

所在地：東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番

７号 

代表取締役：篠 寛  

２ 指定年月日 

令和７年４月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

  ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第１５７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３
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１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

(1) 名称：株式会社さとふる 

所在地：東京都中央区京橋２‐２‐１京橋

エドグラン１３階  

   代表取締役社長：藤井 宏明  

２ 指定年月日 

令和７年４月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

  ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第１５８号 

都市計画事業の図書の縦覧について 

令和７年３月２５日付け関東地方整備局告示第

１２８号に係る東京都市計画道路事業の事業計画

の変更について、国土交通省関東地方整備局長か

ら都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６

３条第２項において準用する同法第６２条第１項

の規定による図書の写しの送付があったので、同

条第２項の規定により縦覧し、都市計画法施行規

則（昭和４４年建設省令第４９号）第４９条の規

定により、縦覧場所を次のように公告する。 

令和７年３月３１日 

江東区長   大久保 朋 果   

           記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課 

                    

◎江東区告示第１５９号 

 令和７年３月３１日付東京都告示第３２５号に

係る東京都市計画区域区分の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 
都市計画の

種類 

東京都市計画区域区分（江東区分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

市街化区

域 

追加する

部分 

海の森一

丁目、海

の森二丁 

  

 目及び海

の森三丁

目各地内

並びに海

の森三丁

目地先 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１６０号 

 令和７年３月３１日付東京都告示第３２６号に

係る東京都市計画用途地域の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

都市計画の

種類 

東京都市計画用途地域（江東区分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

第一種住

居地域 

追加する

部分 

海の森三

丁目地内 

準工業地

域 

追加する

部分 

海の森三

丁目地先 

工業専用

地域 

追加する

部分 

海の森一

丁目、海

の森二丁

目及び海

の森三丁

目各地内 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１６１号 

 令和７年３月３１日付東京都告示第３２７号に

係る東京都市計画臨港地区の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 
都市計画の

種類 

東京都市計画臨港地区（江東区分） 

 
 

都市計画を

定める土地

の区域 

 

 

 

 

東京港臨

港地区 

 

 

 

追加する

部分 

海の森一

丁目、海

の森二丁

目及び海

の森三丁

目各地内

並びに海 
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の森三丁

目地先 

  
削除する

部分 

青海一丁

目、青海

二丁目及

び有明三

丁目各地

内 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１６２号 

 令和７年３月３１日付東京都告示第３２８号に

係る東京都市計画下水道東京都公共下水道の変更

について、東京都知事から関係図書の写しの送付

があったので、下記の場所において公衆の縦覧に

供する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 
都市計画の

種類 

東京都市計画下水道東京都公共下

水道（江東区分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

追加す

る部分 

海の森一丁目、海の森二丁

目及び海の森三丁目各地

内並びに海の森三丁目地

先 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１６３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１９条第１項

の規定により、東京都市計画防火地域及び準防火

地域を変更したので、同法第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第１項の規定により告示

し、同条第２項の規定により縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 
都市計画の

種類 

東京都市計画防火地域及び準防火

地域 

都市計画を

定める土地

の区域 

準 防 火

地域 

追加す

る部分 

海の森一丁目、

海の森二丁目

及び海の森三

丁目各地内並

びに海の森三

丁目地先 

縦覧場所 
江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画 

  課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１６４号 

 江東区男女共同参画推進センターにおける下記

の公金の収納については、地方自治法第２４３条

の２第１項の規定に基づき、下記のとおり私人に

委託したので告示する。 

  令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託の相手方  パーソルビジネスプロセス

デザイン株式会社 

２ 事務所の所在地 東京都港区芝浦三丁目４番１

号グランパークタワー３３階 

３ 委託の内容   (1) 江東区男女共同参画

推進センター条例（平

成２年１２月江東区条

例第３０号）第７条第

１項に規定する江東区

男女共同参画推進セン

ターの使用料及び同条

第２項に規定する施設

備付特殊器具の利用料

の収納事務委託 

          (2) 江東区男女共同参画

推進センターにおいて

開催する講座に要する

材料費の売払代金の収

納事務委託 

４ 契約年月日   令和７年４月１日 

５ 委託期間    令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第１７０号 

環境基本法による環境基準を適用する地域及び

その類型による区分について（令和５年７月江東

区告示第２４２号）の全部を次のように改正する。 

令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条

第２項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地

域の指定の事務に関する政令（平成５年政令第３

７１号）第２条の規定により、区長が指定する騒

音に係る環境基準の類型を当てはめる地域及びそ

の地域の類型による区分は、次のように定める。 

 なお、関係図面は、江東区環境清掃部環境保全

課において一般の縦覧に供する。 

           記 

１ 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域 
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 江東区の区域。ただし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項の規定による工

業専用地域、豊洲六丁目３番から６番まで、東雲

二丁目８番から１２番まで、１４番、１５番、有

明三丁目１番から３番まで、５番の一部、７番の

一部、８番の一部、９番の一部、１０番の一部、

有明四丁目、辰巳三丁目、夢の島一丁目、夢の島

二丁目、夢の島三丁目１番、２番、３番の一部、

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、若

洲三丁目１番の一部、２番の一部、青海一丁目、

青海二丁目、青海三丁目、青海四丁目、海の森三

丁目２番の一部、３番の一部、４番の一部、５番、

６番の区域並びにこれらに接する地先及び水面を

除く。 

２ 平成１０年環境庁告示第６４号に基づく地域

の類型による区分 
地 域

の 類

型  

 

該当地域  

Ａ 都市計画法第９条第１項から第４項までに

定められた第一種低層住居専用地域、第二

種低層住居専用地域、第一種中高層住居専

用地域、第二種中高層住居専用地域及び第

８項に定められた田園住居地域並びにこれ

らに接する地先及び水面 

Ｂ 都市計画法第９条第５項から第７項までに

定められた第一種住居地域、第二種住居地

域、準住居地域及び都市計画法第８条第１

項第１号の規定により用途地域の定められ

ていない地域並びにこれらに接する地先及

び水面 

Ｃ 都市計画法第９条第８項から第１１項まで

に定められた近隣商業地域、商業地域、準

工業地域及び工業地域並びにこれらに接す

る地先及び水面 

                    

◎江東区告示第１７１号 

振動規制法による地域の指定について（令和５

年７月江東区告示第２４３号）の全部を次のよう

に改正する。 

令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第３条

第１項の規定に基づき江東区長が振動を防止する

ことにより住民の生活環境を保全する必要がある

と認める地域を次のように指定する。 

なお、関係図面は、江東区環境清掃部環境保全

課において一般の縦覧に供する。 

           記 

 江東区の区域。ただし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項の規定による工

業専用地域、豊洲六丁目３番から６番まで、東雲

二丁目８番から１２番まで、１４番、１５番、有

明三丁目１番から３番まで、５番の一部、７番の

一部、８番の一部、９番の一部、１０番の一部、

有明四丁目、辰巳三丁目、夢の島一丁目、夢の島

二丁目、夢の島三丁目１番、２番、３番の一部、

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、若

洲三丁目１番の一部、２番の一部、青海一丁目、

青海二丁目、青海三丁目、青海四丁目、海の森三

丁目２番の一部、３番の一部、４番の一部、５番、

６番の区域並びにこれらに接する地先及び水面を

除く。 

                    

◎江東区告示第１７２号 

騒音規制法による地域の指定について（令和５

年７月江東区告示第２４４号）の全部を次のよう

に改正する。 

令和７年３月３１日 

江東区長  大久保 朋 果    

 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条

第１項の規定に基づき江東区長が特定工場等にお

いて発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生

する騒音について規制する地域として次のように

指定する。 

 なお、関係図面は、江東区環境清掃部環境保全

課において一般の縦覧に供する。 

           記 

 江東区の区域。ただし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項の規定による工

業専用地域、豊洲六丁目３番から６番まで、東雲

二丁目８番から１２番まで、１４番、１５番、有

明三丁目１番から３番まで、５番の一部、７番の

一部、８番の一部、９番の一部、１０番の一部、

有明四丁目、辰巳三丁目、夢の島一丁目、夢の島

二丁目、夢の島三丁目１番、２番、３番の一部、

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目、若

洲三丁目１番の一部、２番の一部、青海一丁目、

青海二丁目、青海三丁目、青海四丁目、海の森三

丁目２番の一部、３番の一部、４番の一部、５番、

６番の区域並びにこれらに接する地先及び水面を

除く。 

                    

◎江東区告示第１７３号 

令和７年度における会計年度任用職員の報酬の

額について、江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３月江

東区規則第４号）第４条の規定に基づき、下記の
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とおり告示します。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

記 

令和７年度会計年度任用職員の報酬の額 別紙

のとおり 
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◎江東区告示第１７４号 

コンビニエンスストア等における証明書の交付

に係る手数料の収納については、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の

規定に基づき、下記のとおり私人に委託したので、

同条第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託の相手方 東京都千代田区一番町２５番 

         地 

地方公共団体情報システム        

機構 

理事長 椎橋 章夫 

２ 委 託 期 間 令和７年４月１日から令和８

年３月３１日まで 

３ 委託の内容 証明書の交付に係る手数料の

収納事務 

４ 指 定 日 令和７年４月１日 

５ 委託をした委託日 令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１７５号 

江東区清掃リサイクル条例（平成１１年１２月

江東区条例第３４号）第３２条第１項及び江東区

清掃リサイクル条例施行規則（平成１２年３月江

東区規則第４４号）第１４条の規定に基づき、令

和７年度の一般廃棄物の処理に関する実施計画を

別紙のとおり公表する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    
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〔別紙〕 
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◎江東区告示第１７６号 

江東区清掃リサイクル条例（平成１１年１２月

江東区条例第３４号）第５１条に規定する廃棄物

処理手数料のうち、江東区清掃リサイクル条例施

行規則（平成１２年３月江東区規則第４４号）第

３５条第１項及び第３６条第１項の規定による廃

棄物処理手数料の徴収の事務については、地方自

治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政

令第１２号）附則第２条第１項の規定に基づき、

同令による改正前の地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１５８条第１項により下記の

とおり委託したので告示する。 

令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

    記 

１ 委託の相手方 別紙「委託先一覧」のとおり 

２ 委託期間 令和７年４月１日から令和８年３

月３１日まで 

３ 委託の内容 有料粗大ごみ処理券及び有料ご

み処理券の交付に係る手数料の

収納事務
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◎江東区告示第１７７号 

江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第３条第２項の規定に基づき、以

下の公園の区域及び面積を令和７年４月１日から

変更する。 

令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

１ 区域及び面積変更をする公園 
名称 位置 

仙台堀川公園 北砂六丁目１９番２１

号先 

東陽六丁目６番６号先 

２ 区域及び面積  

別図のとおり
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〔別図〕 
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◎江東区告示第１７８号 

江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第３条第１項の規定に基づき、次

の都市公園を令和７年４月１日から設置する。 

令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

１ 設置する都市公園 

名称 位置 

大島九丁目すくすく公

園 

江東区大島九丁目６番

１１号 

２ 供用開始日 

令和７年４月１日 

３ 区域及び面積 

別図のとおり 
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〔別図〕
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◎江東区告示第１８４号 

江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第２２条の規定による自動車駐車

場の使用料の収納については、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規

定に基づき次のとおり私人に委託したので、同条

第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託を受けた者（指定公金事務取扱者） 

  天龍造園建設株式会社東京支店 

   取締役支店長 小林 天竜 

２ 住所又は事務所の所在地 

  東京都江東区東陽三丁目２２番４号 

３ 委託した歳入等の内容 

  江東区立仙台堀川公園自動車駐車場使用料の

収納事務 

４ 指定公金事務取扱者として指定をした指定日 

 令和７年４月１日 

５ 委託をした委託日 

 令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１８５号 

江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第２２条の規定によるボート場の

使用料の収納については、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に

基づき次のとおり私人に委託したので、同条第２

項の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託を受けた者（指定公金事務取扱者） 

  公益社団法人江東区シルバー人材センター 

   会長 関澤 邦正 

２ 住所又は事務所の所在地 

  東京都江東区東陽六丁目２番１７号 

３ 委託した歳入等の内容 

  江東区立横十間川親水公園内ボート場使用料

の収納事務 

４ 指定公金事務取扱者として指定をした指定日 

 令和６年４月１日 

５ 委託をした委託日 

 令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１８６号 

特別区民税・都民税・森林環境税及び軽自動車

（種別割）の収納事務について、地方自治法第２

４３条の２第１項の規定に基づき、下記のとおり

委託したので、地方自治法第２４３条の２第２項

の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託の相手方  東京都豊島区東池袋３‐１

‐１ 

株式会社セゾンパーソナ

ルプラス 

取締役 山田 眞 

２ 委 託 期 間  令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 

３ 委託の内容  特別区民税・都民税・森林

環境税、軽自動車（種別割）

の収納事務 

４ 指定公金事務  令和７年４月１日 

取扱者指定日   

５ 委 託 日  令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１８７号 

江東区豊洲特別出張所の公金収納の事務につい

ては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２第１項、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第８０条の２、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第１１４条に基づき、下記のとおり私人に委託し

たので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２第２項の規定により告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託の相手方  東京都港区南青山三丁目１

番３０号ＰＡＳＯＮＡ Ｓ

ＱＵＡＲＥ 

株式会社パソナ 

常務執行役員 エキス

パート・ＢＰＯ事業本

部 

パブリック本部長 松

永 早苗 

２ 委 託 期 間  令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 

３ 委託の内容  江東区豊洲特別出張所の特 

別区民税、個人の都民税、

軽自動車税、国民健康保険
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の保険料、後期高齢者医療

の保険料及び介護保険の保

険料の収納事務 

４ 指定公金事務  令和６年４月１日 

取扱者指定日   

５ 委 託 日  令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１８８号 

 江東区介護保険料の収納事務について、地方自

治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９

号）附則第２条第３項の規定に基づき、同法によ

る改正前の介護保険法（平成９年１２月１７日法

律第１２３号）第１４４条の２の定めるところに

より、次のとおり委託したので告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

委託した相

手方 
住所 委託内容 委託期間 

株式会社Ｎ

ＴＴデータ 

東 京 都 江

東 区 豊 洲

三 丁 目 ３

番３号 

江 東 区 介

護 保 険 料

収 納 事 務

の と り ま

と め 及 び

モ バ イ ル

レ ジ に よ

る 江 東 区

介 護 保 険

料の収納 

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

８ 年 ３ 月

３ １ 日 ま

で 

株式会社し

んきん情報

サービス 

東 京 都 港

区 港 南 一

丁 目 ８ 番

２７号 

Ｍ Ｍ Ｋ 設

置 店 の 表

示 の あ る

加 盟 店 舗

に お け る

江 東 区 介

護 保 険 料

の収納 

同上 

株式会社セ

ブン‐イレ

ブン・ジャ

パン 

東 京 都 千

代 田 区 二

番 町 ８ 番

地８ 

直 営 店 舗

及 び 加 盟

店 舗 に お

け る 江 東

区 介 護 保

険 料 の 収

納 

同上 

株式会社フ

ァミリーマ

ート 

東 京 都 港

区 芝 浦 三

丁 目 １ 番

２１号 

同上 同上 

株式会社ポ

プラ 

広 島 県 広

島 市 安 佐

北 区 安 佐

町 大 字 久 

同上 同上 

 地 ６ ６ ５

番地の１ 

  

ミニストッ

プ株式会社 

千 葉 県 千

葉 市 美 浜

区 中 瀬 一

丁 目 ５ 番

地１ 

同上 同上 

山崎製パン

株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 岩

本 町 三 丁

目 １ ０ 番

１号 

同上 同上 

株式会社ロ

ーソン 

東 京 都 品

川 区 大 崎

一 丁 目 １

１番２号 

同上 同上 

ビリングシ

ステム株式

会社 

東 京 都 千

代 田 区 内

幸 町 一 丁

目 ２ 番 ２

号 

ａｕ ＰＡ

Ｙ 、 ｄ 払

い、Ｐａｙ

Ｐ ａ ｙ に

係 る 江 東

区 介 護 保

険 料 の 収

納 

同上 

ＫＤＤＩ株

式会社 

東 京 都 千

代 田 区 飯

田 橋 三 丁

目 １ ０ 番

１０号 

ａｕ ＰＡ

Ｙ に よ る

江 東 区 介

護 保 険 料

の収納 

同上 

株式会社Ｎ

ＴＴドコモ 

東 京 都 千

代 田 区 永

田 町 二 丁

目 １ １ 番

１号 

ｄ 払 い に

よ る 江 東

区 介 護 保

険 料 の 収

納 

同上 

株式会社み

ずほ銀行 

東 京 都 千

代 田 区 大

手 町 一 丁

目 ５ 番 ５

号 

Ｊ ‐ Ｃ ｏ

ｉｎ Ｐａ

ｙ に よ る

江 東 区 介

護 保 険 料

の収納 

同上 

ＰａｙＰａ

ｙ株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 紀

尾 井 町 １

番３号 

Ｐ ａ ｙ Ｐ

ａ ｙ に よ

る 江 東 区

介 護 保 険

料の収納 

同上 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 

Ｐａｙ株 

式会社 

東 京 都 品

川 区 西 品

川 一 丁 目

１番１号 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ

Ｐａｙ 

に よ る 江

東 区 介 護

保 険 料 の

収納 

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

７ 年 ５ 月

３ １ 日 ま

で 

                    

◎江東区告示第１８９号 
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２第１項の規定に基づき、犬の注射済票交

付手数料収納事務を別紙のとおり指定公金事務取

扱者に委託したので、同条第２項の定めるところ

により告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

 



（第 926 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 4 月 15 日（火曜日） 

 

 

 

124 

〔別紙〕 
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◎江東区告示第１９０号 

 特別区民税・都民税・森林環境税及び軽自動車

税（種別割）の収納事務について、地方自治法施

行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１

２号）附則第２条第１項の規定に基づき、同令に

よる改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１５８条の２第１項の定めるところ

により、次のとおり委託したので告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

委託した相

手方 
住所 委託内容 委託期間 

株式会社Ｎ

ＴＴデータ 

東 京 都 江

東 区 豊 洲

三 丁 目 ３

番３号 

公 金 収 納

事 務 の と

り ま と め

及 び モ バ

イ ル レ ジ

に よ る 公

金収納 

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

８ 年 ３ 月

３ １ 日 ま

で 

株式会社し

んきん情報

サービス 

東 京 都 港

区 港 南 一

丁 目 ８ 番

２７号 

Ｍ Ｍ Ｋ 設

置 店 の 表

示 の あ る

加 盟 店 舗

に お け る

公金収納 

同上 

株式会社セ

ブン-イレ

ブン・ジャ

パン 

東 京 都 千

代 田 区 二

番 町 ８ 番

地８ 

直 営 店 舗

及 び 加 盟

店 舗 に お

け る 公 金

収納 

同上 

株式会社フ

ァミリーマ

ート 

東 京 都 港

区 芝 浦 三

丁 目 １ 番

２１号 

同上 同上 

株式会社ポ

プラ 

広 島 県 広

島 市 安 佐

北 区 安 佐

町 大 字 久

地 ６ ６ ５

番地の１ 

同上 同上 

ミニストッ

プ株式会社 

千 葉 県 千

葉 市 美 浜

区 中 瀬 一

丁 目 ５ 番

地１ 

同上 同上 

山崎製パン

株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 岩

本 町 三 丁

目 １ ０ 番

１号 

同上 同上 

株式会社ロ

ーソン 

東 京 都 品

川 区 大 崎

一 丁 目 １

１番２号 

同上 同上 

ビリングシ

ステム株式

会社 

東 京 都 千

代 田 区 内

幸 町 一 丁

目 ２ 番 ２

号 

ａ ｕ  Ｐ

ＡＹ、ｄ払

い、Ｐａｙ

Ｐ ａ ｙ に

係 る 公 金

収納 

同上 

ＫＤＤＩ株

式会社 

東 京 都 千

代 田 区 飯

田 橋 三 丁

目 １ ０ 番

１０号 

ａ ｕ  Ｐ

Ａ Ｙ に よ

る 公 金 収

納 

同上 

株式会社Ｎ

ＴＴドコモ 

東 京 都 千

代 田 区 永

田 町 二 丁

目 １ １ 番

１号 

ｄ 払 い に

よ る 公 金

収納 

同上 

株式会社み

ずほ銀行 

東 京 都 千

代 田 区 大

手 町 一 丁

目 ５ 番 ５

号 

Ｊ ‐ Ｃ ｏ

ｉ ｎ  Ｐ

ａ ｙ に よ

る 公 金 収

納 

同上 

ＰａｙＰａ

ｙ株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 紀

尾 井 町 １

番３号 

Ｐ ａ ｙ Ｐ

ａ ｙ に よ

る 公 金 収

納 

同上 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 

Ｐａｙ株 

式会社 

東 京 都 品

川 区 西 品

川 一 丁 目

１番１号 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ

Ｐａｙ 

に よ る 公

金収納 

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

７ 年 ５ 月

３ １ 日 ま

で 

                    

◎江東区告示第１９１号 

江東区枝川区民館及び江東区東陽区民館の使用

料の収納については、地方自治法第２４３条の２

第１項の規定に基づき、下記のとおり私人に委託

したので、同条第２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託の相手方  公益社団法人江東区シルバ

ー人材センター 

会長 関澤 邦正 

２ 所 在 地  東京都江東区東陽六丁目２

番１７号 

３ 歳入の内容  江東区枝川区民館及び江東

区東陽区民館の使用料 

４ 指 定 日  令和６年４月１日 
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５ 委 託 日  令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１９２号 

江東区地域振興部文化観光課が発行する有償の

冊子等の頒布代金の収納については、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１

項の規定に基づき、下記のとおり指定公金事務取

扱者として指定および委託したので、同条第２項

の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託の相手方  東京都江東区東陽四丁目１

１番３号 

公益財団法人江東区文化

コミュニティ財団 

事務局長 林 英彦 

東京都江東区東陽四丁目５

番１８号 

一般社団法人江東区観光

協会 

理事長 小嶋 映治 

東京都江東区亀戸四丁目１

８番８号 

亀戸いきいき事業協同組

合 

代表理事 塚本 光伸 

２ 委 託 期 間  令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 

３ 委託の内容  江東区地域振興部文化観光

課が発行する有償の冊子等

の頒布代金の収納事務 

                    

◎江東区告示第１９３号 

江東区国民健康保険料の徴収事務について、地

方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第

１９号）附則第２条第３項の規定に基づき、同法

による改正前の国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第８０条の２の定めるところにより、

下記のとおり委託したので、地方自治法施行令等

の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）

による改正前の国民健康保険法施行令（昭和３３

年政令第３６２号）第２９条の２３第１項の規定

に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託事業者 

(1) 株式会社ＮＴＴデータ 

    東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

(2) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

    東京都千代田区二番町８番地８ 

(3) 株式会社ローソン 

    東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

(4) 株式会社ファミリーマート 

    東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

(5) 山崎製パン株式会社 

    東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

(6) ミニストップ株式会社 

    千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

(7) 株式会社ポプラ 

    広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６

６５番地の１ 

(8) 株式会社しんきん情報サービス 

    東京都港区港南一丁目８番２７号 

(9) ＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会社 

    東京都品川区西品川一丁目１番１号 

(10) ＰａｙＰａｙ株式会社 

    東京都千代田区紀尾井町１番３号 

(11) ビリングシステム株式会社 

    東京都千代田区内幸町一丁目２番２号 

(12) 株式会社ＮＴＴドコモ 

    東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

(13) 株式会社みずほ銀行 

    東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

(14) ＫＤＤＩ株式会社 

    東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０

号 

２ 委託内容 

(1) ①『モバイルレジ』による江東区国民健康

保険料の徴収事務 

②『モバイルレジクレジット』及び『ネッ

トｄｅモバイルレジ』に係る江東区国民

健康保険料の徴収事務 

③江東区国民健康保険料に係る徴収事務の

取りまとめ 

(2) 直営店舗及び加盟店舗における江東区国民

健康保険料の徴収事務 

(3) 同上 

(4) 同上 

(5) 同上 

(6) 同上 

(7) 同上 

(8) ＭＭＫ設置店の表示のある加盟店舗におけ

る江東区国民健康保険料の徴収事務 

(9) 『ＬＩＮＥ Ｐａｙ』による江東区国民健
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康保険料の徴収事務 

(10) 『ＰａｙＰａｙ』による江東区国民健康保

険料の徴収事務 

(11) 『ＰａｙＰａｙ』、『ｄ払い』及び『ａｕ Ｐ

ＡＹ』に係る江東国民健康保険料の徴収事

務 

(12) 『ｄ払い』による江東区国民健康保険料の

徴収事務 

(13) 『Ｊ‐Ｃｏｉｎ Ｐａｙ』による江東区国

民健康保険料の徴収事務 

(14) 『ａｕ ＰＡＹ』による江東区国民健康保

険料の徴収事務 

３ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日ま

で（ただし、『ＬＩＮＥ Ｐａｙ』による江東区

国民健康保険料の徴収事務については、令和７

年４月１日から令和７年５月３１日まで） 

４ 指定公金事務取扱者として指定をした指定日

及び委託をした委託日 

令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１９４号 

江東区後期高齢者医療保険料の徴収事務につい

て、地方自治法の一部を改正する法律（令和５年

法律第１９号）附則第２条第３項の規定に基づき、

同法による改正前の高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）第１１４条の定

めるところにより、下記のとおり委託したので、

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和

６年政令第１２号）による改正前の高齢者の医療

の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３

１８号）第３３条第１項の規定に基づき告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

１ 委託事業者 

(1) 株式会社ＮＴＴデータ 

    東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

(2) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

    東京都千代田区二番町８番地８ 

(3) 株式会社ローソン 

    東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

(4) 株式会社ファミリーマート 

    東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

(5) 山崎製パン株式会社 

    東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

(6) ミニストップ株式会社 

    千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

(7) 株式会社ポプラ 

    広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６

６５番地の１ 

(8) 株式会社しんきん情報サービス 

    東京都港区港南一丁目８番２７号 

２ 委託内容 

(1) ①『モバイルレジ』による江東区後期高齢

者医療保険料の徴収事務 

②江東区後期高齢者医療保険料に係る徴収

事務の取りまとめ 

(2) 直営店舗及び加盟店舗における江東区後期

高齢者医療保険料の徴収事務 

(3) 同上 

(4) 同上 

(5) 同上 

(6) 同上 

(7) 同上 

(8) ＭＭＫ設置店の表示のある加盟店舗におけ

る江東区後期高齢者医療保険料の徴収事務 

３ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日ま

で 

４ 指定公金事務取扱者として指定をした指定日

及び委託をした委託日 

令和７年４月１日 

                    

◎江東区告示第１９５号 

 江東区保育料の収納事務について、地方自治法

の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）

附則第２条第３項の規定に基づき、同法による改

正前の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第５６条第３項に定めるところにより、次のとお

り委託したので告示する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

委託した相

手方 
住所 委託内容 委託期間 

株式会社Ｎ

ＴＴデータ 

東 京 都 江

東 区 豊 洲

三 丁 目 ３

番３号 

公 金 収 納

事 務 の と

り ま と め

及 び モ バ

イ ル レ ジ

に よ る 公

金収納 

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

８ 年 ３ 月

３ １ 日 ま

で 

株式会社し

んきん情報

サービス 

 

 

東 京 都 港

区 港 南 一

丁 目 ８ 番

２７号 

 

Ｍ Ｍ Ｋ 設

置 店 の 表

示 の あ る

加 盟 店 舗

に お け る 

同上 
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  公金収納  

株式会社セ

ブン-イレ

ブン・ジャ

パン 

東 京 都 千

代 田 区 二

番 町 ８ 番

地８ 

直 営 店 舗

及 び 加 盟

店 舗 に お

け る 公 金

収納 

同上 

株式会社フ

ァミリーマ

ート 

東 京 都 港

区 芝 浦 三

丁 目 １ 番

２１号 

同上 同上 

株式会社ポ

プラ 

広 島 県 広

島 市 安 佐

北 区 安 佐

町 大 字 久

地 ６ ６ ５

番地の１ 

同上 同上 

ミニストッ

プ株式会社 

千 葉 県 千

葉 市 美 浜

区 中 瀬 一

丁 目 ５ 番

地１ 

同上 同上 

山崎製パン

株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 岩

本 町 三 丁

目 １ ０ 番

１号 

同上 同上 

株式会社ロ

ーソン 

東 京 都 品

川 区 大 崎

一 丁 目 １

１番２号 

同上 同上 

                    

◎江東区告示第１９６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和７年４月１日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 江３５８号 

江東区大島八

丁目３１６番

２先から 

江東区大島八

丁目３１６番

１１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第１９７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和７年４月１日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 江３５８号 

江東区大島八丁

目３１６番２先

から 

江東区大島八丁

目３１６番１１

先まで 

なし 
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◎江東区告示第１９８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和７年４月１日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和７年４月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 江５８９号 

江東区塩浜二

丁目１番６７

先から 

江東区塩浜二

丁目４番３先

まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第２００号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和７年４月３日 

江東区長  大久保 朋 果    

〔別紙省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第４号 

 下記により、令和７年第３回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和７年３月２４日 

       江東区教育委員会    

教育長  本 多 健一朗    

          記 

１ 日時 令和７年３月２７日（木） 

午後２時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

日程第１ ６陳情第１号 小中学校の学校給

食における飲用牛

乳の選択制に関す

る陳情（継） 

  日程第２ 議案第１１号 江東区教育委員会

事務局処務規則及

び江東区立幼稚園

教育職員の給与に

関する条例施行規

則の一部を改正す

る規則 

  日程第３ 議案第１２号 江東区教育センタ

ー処務規程及び江

東区立図書館処務

規程の一部を改正

する規程 

  日程第４ 議案第１３号 江東区立学校事案

決定規程の一部改

正 

  日程第５ 議案第１４号 江東区立幼稚園教

育職員の旅費支給

規程の一部改正 

４ 報告事項 

(1) 令和７年第１回区議会定例会（教育委員会

関係）について ほか 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第７号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

２条第１項の規定により選挙人名簿の登録を行う

日を、それぞれ次のとおり定めたので、公職選挙

法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１４条第

１項の規定により告示する。 

令和７年３月１８日 

江東区選挙管理委員会 
登録月 登録を行う日 

令和７年６月 令和７年６月２日 

令和８年３月 令和８年３月２日 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第８号 

 江東区選挙管理委員会規程（平成１５年７月江

東区選挙管理委員会告示第４３号）の一部を次の

ように改正する。 

令和７年３月１８日 

江東区選挙管理委員会 

第１１条第６号中「近接地外出張」を「特別内

国旅行（江東区職員の旅費支給規程（昭和４８年

６月江東区訓令甲第２３号。以下「旅費支給規程」

という。）第２条第２項第２号に規定する特別内国

旅行をいう。）」に改める。 

第１６条第２号中「近接地内出張」を「普通内

国旅行（旅費支給規程第２条第２項第１号に規定

する普通内国旅行をいう。）」に改める。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第１４項、江東区監査基準（令和２年４月１

日江東区監査委員訓令甲第１号）第１８条の規定

に基づき、令和６年度第２回定期財務監査の結果

に対し、江東区長から措置の通知があったので、

別紙のとおり公表する。 

なお、佐竹委員は、就任前のため、本監査には

関与していない。 

令和７年３月１７日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       佐 竹 としこ 

同        やしきだ 綾香 

同        河 野 清 史 

〔別紙〕 

令和６年度第２回定期財務監査 指摘事項措置報

告書 

〔福祉部 介護保険課〕 

１ 指摘事項 

  福祉部介護保険課では、令和５年７月２４日

に契約締結した卓上紙折り機（見積金額１５２，

９００円）を、消耗品費により購入していた。

物品名鑑によると、その区分として「備品」は

「本体価格のほか付随費用（設置費等）および

消費税を含んだ購入予定価格が５０，０００円

以上のもの」とされており、今回購入した卓上

紙折り機は「備品」に分類されるため、備品購

入費より購入することが正当である。 

 しかし、同支出科目である介護認定審査会運

営事業において、備品購入費の予算科目は設置

されていないため、単なる執行科目の誤りでは

なく、予算には計上されていない不適切な執行

であった。予算計上していない場合には、新た

に予算科目（節）を設定したうえで予算流用の

処理が必要であり、この予算の流用については

江東区予算事務規則第２１条に定められている

が、これに基づく手続きを適切に行っていなか

った。加えて、備品購入後に必要な備品登録の

処理も行われていなかった。 

 同課におかれては、今後このような不適正な

事務の執行が繰り返されることのないよう、確

実な再発防止策を講じられたい。 

２ 措置事項 

  本件指摘事項が発生した原因は、まず職員

が物品名鑑に定められた備品の定義を誤認し、
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購入物を消耗品と認識していたことにある。

そのため新たな予算科目の設定や購入後の備

品登録、それらに先立つ予算流用の処理がな

されなかった。また、購入のおける課の決済

過程によるチェックも不十分であった。なお

当該購入物については、本件指摘後速やかに

備品登録処理を実施した。 

 今後このような不適正な事務執行を繰り返

さぬよう、以下の再発防止策を講じる。購入

予定価格が５０，０００円以上の備品が必要

な場合、予算計上し、適正に会計処理が行わ

れるよう課内でのＯＪＴを徹底する。また、

計画的に会計・契約研修や予算研修を職員に

受講させる。また、職員が過去の経験や思い

込みにとらわれることがないよう、新規の物

品購入を行う際には常に最新の事務執行マニ

ュアルを確認するとともに、係内で事務担当

者、予算担当者など複数の職員によるチェッ

クを行うよう徹底する。さらに、決済におけ

るチェック体制を十分なものとするために、

物品を新たに購入する際は、所管係長が必ず

課長、課庶務担当係長に事前に相談し、予算

科目や処理方法について確認を行い、必要に

応じて関係部署に照会するなどして、再発防

止に取り組む。 

                    

◎江東区監査委員告示第４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和６年度第３回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

なお、佐竹委員は令和６年１０月３１日から本

監査に関与しています。 

令和７年３月１７日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       佐 竹 としこ 

同        やしきだ 綾香 

同        河 野 清 史 

〔別紙〕 
令和６年度第３回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

 １ 監査の対象事項 

   令和４年度、５年度及び６年度における財

務に関する事務の執行状況及び施設の管理状

況について 

なお、豊洲特別出張所については、令和５

年度及び６年度における財務に関する事務の

執行状況及び施設の管理状況について 

 ２ 監査の対象施設 

(1) 豊洲特別出張所 

(2) 出張所 

   白河、小松橋（区民館を含む）、砂町（区

民館を含む） 

(3) 福祉会館 

   塩浜 

(4) 保育園 

   深川一丁目、古石場、東雲第二、大島第三、

大島第四、小名木川第二、亀高第二、東砂、

南砂第三 

(5) 児童館 

   森下、塩浜、豊洲、辰巳 

(6) 江東きっずクラブ 

   きっずクラブ元加賀（森下児童館所管） 

   きっずクラブ塩浜（塩浜児童館所管） 

   きっずクラブ辰巳児童館（辰巳児童館所

管） 

(7) 日光高原学園 

 ３ 監査の実施期日 

令和６年１０月３日から同年１２月３日ま

での計２６日間 

第２ 監査の手続 

施設の概要及び歳入歳出予算の執行状況に

ついての資料を求め、監査当日は、関係職員

の説明を聴取しつつ、関係書類及び帳簿との

照査突合を行うとともに、施設の内外につい

ても必要と認める監査を実施した。また、日

光高原学園の現地視察を行った。 

なお、施設の安全対策について重点監査項

目とし、監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、おおむね適正かつ効

率的に執行又は処理がされているものと認め

られ、重点監査項目である施設の安全対策に

ついても、特に指摘する事項はない。 

なお、監査の際に散見された誤記その他の

事務上の軽微な誤りについては、関係部署に

対し、口頭で改善を促した。 

第４ 監査委員意見 

監査の結果に記載したほか、一部の施設管

理・運営に関する以下のような事案について、

監査時及び講評において所管部署とも連携し

改善・検討するよう求めた。 

１ 出張所サービスについて、キャッシュレス

決済や窓口のワンストップ化などのほかＤＸ

化を推進し、さらなる利便性の向上を検討さ

れたい。  

２ 保育園の保育サービスについて 

(1) 据え置かれた賄費を昨今の物価上昇に対

応し、経済動向を見極めサービスの低下が

生じないよう検討されたい。 

(2) 医療的ケア児の受け入れにあたり、看護
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師の専任化について検討されたい。 

３ 各施設の老朽化等によるサービス低下を招

かぬよう検討されたい。 

講評を受けて、既に改善及び検討が図られ

ている部署もあるが、さらなる行政サービス

の向上及び規程を遵守した事務執行や施設管

理に努められたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和７年第１回定例会） 

 ２月１９日から３月２８日まで会期３８日間に

わたって開会した令和７年第１回江東区議会定例

会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第１号 令和６年度江東区一般会計補正

予算（第６号） 

議案第２号 令和６年度江東区国民健康保険

会計補正予算（第１号） 

議案第３号 令和６年度江東区介護保険会計

補正予算（第１号） 

議案第４号 令和６年度江東区後期高齢者医

療会計補正予算（第１号） 

議案第９号 議決を得た契約の契約変更につ

いて 

議案第１０号 江東区男女共同参画条例の一

部を改正する条例 

議案第１１号 江東区新庁舎建設等基金条例 

議案第１２号 江東区職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第１３号 江東区長及び副区長の給料等

に関する条例等の一部を改正

する条例 

議案第１４号 江東区職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例 

議案第１５号 江東区職員の旅費に関する条

例の一部を改正する条例  

議案第１６号 江東区家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条

例 

議案第１７号 江東区こどもの権利に関する

条例 

議案第１８号 江東区公衆浴場法施行条例の

一部を改正する条例 

議案第１９号 江東区建築審査会条例の一部

を改正する条例 

議案第２０号 江東区「特別区道」道路占用

料等徴収条例の一部を改正す

る条例 

議案第２１号 江東区立都市公園条例の一部

を改正する条例 

議案第２２号 江東区立公衆便所条例の一部

を改正する条例 
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議案第２３号 江東区普通河川管理条例の一

部を改正する条例 

議案第２４号 江東区公共溝渠管理条例の一

部を改正する条例 

議案第２５号 江東区事務手数料条例の一部

を改正する条例 

議案第２６号 江東区江東きっずクラブ条例

の一部を改正する条例 

議案第２７号 江東区立学校の学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第２８号 江東区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例 

議案第３１号 江東区立深川第六中学校校舎

その他改修工事請負契約 

議案第３２号 公益的法人等への江東区職員

の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第３３号 江東区職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

議案第３４号 江東区立幼稚園教育職員の給

与に関する条例の一部を改正

する条例                        
（以上３月１３日原案可決） 

議案第５号 令和７年度江東区一般会計予算 

議案第６号 令和７年度江東区国民健康保険

会計予算 

議案第７号 令和７年度江東区介護保険会計

予算 

議案第８号 令和７年度江東区後期高齢者医

療会計予算 

議案第２９号 江東区地域包括支援センター

の包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

議案第３０号 江東区福祉会館条例の一部を

改正する条例 

議案第３５号 給料等の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

議案第３６号 江東区特別区税条例の一部を

改正する条例 

議案第３７号 江東区国民健康保険条例の一

部を改正する条例 

（以上３月２８日原案可決） 

２ 請願・陳情 

５陳情第４３号 施設使用料値下げに関する

陳情 

５陳情第６６号 江東区の施設使用料に関す

る条例の改正（使用料値下

げ）を求める陳情 

（以上３月１３日不採択） 
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